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はじめに 

 

令和６年 12 月 20 日に与党の「令和７年度税制改正大綱」が取りまとめられ、12 月 27 日

には閣議決定がされました。執筆時点（１月初旬）においては、財務省・総務省で改正法案

が作成されているところです。例年は、その後に国会で審議され、順当にいけば３月末頃に

そのまま可決・成立し、４月１日に施行されます。ただし、今回は自由民主党と公明党が少

数与党となったことにより、国民民主党とのいわゆる「103 万円の壁」をめぐる協議も継続

していることから、今後、大綱の内容が修正される可能性もあるのでご注意ください。 

 

本テキストは税制改正大綱と省庁より公表されている税制改正資料、税制調査会の資料な

どに基づいて作成しています。大綱からはハッキリとは読み取れない取扱いや疑問点もあ

ると思いますが、現時点で情報が曖昧な部分についても私見を交えて、できる限り踏み込ん

で記載しています。また、下記の点について意識して作成しました。 

 

■ 比較表などを入れることで、できる限り現行の取扱いとの比較がしやすいように 

 

■ 改正の趣旨が理解しやすいように、省庁の資料を挿入し改正があった背景なども記載 

 

■ 改正項目ごとに、周辺知識も交えてできる限りの実務ポイントをまとめた 

 

■ 大綱時点では明らかでない情報など、今後に注目するべきポイントをまとめた 

 

実務で活かせる生の情報をまとめたので、皆様の実務でお役立ていただければ幸いです。 

 

＜注意点＞ 

 

■ 税制改正大綱と執筆時点で公表されている情報の範囲でまとめた内容ですので、確定情

報ではない点はご留意ください。 

 

■ わかりやすさを重視して、できる限り平易な言葉で表現しています。条文上や大綱の表

現とも異なる点はご留意ください。 

 

■ 筆者の私見については「考える」などの表現を使用しています。あくまで私見である

点はご留意ください。  
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第１部 令和７年度税制改正の基本的な考え方 

 

令和７年度税制改正の基本的な考え方は、主に次の５つの柱からなります。「自動車関係

諸税の総合的な見直し」については令和８年度税制改正で実施予定のため柱から除外しま

すが、５つの柱の中でも第２部の具体的内容で決められていない先送りの項目が数多く見

られています。つまり、これらの項目は令和８年度以降の税制改正で具体的な内容を検討

していくことになります（最後の「七 次年度以降に検討する事項」を参照）。 

 

１．成長型経済への移行 

物価上昇局面に対応し、賃上げと投資がけん引する「成長型経済」への移行を目指しま

す。具体的には、基礎控除や給与所得控除の最低保障額を引き上げ、実質的な税負担の増

加を調整するほか、大学生年代への新たな控除を創設することで就業調整への対応を図り

ます。さらに、エンジェル税制の繰戻し還付制度を導入しスタートアップ投資を活性化す

るとともに、NISA や iDeCo の利便性向上で貯蓄から投資への流れを後押しします。加え

て、企業の国内投資や賃上げを促すため、レベニューニュートラルの観点から法人税のメ

リハリある再設計を検討し、経済成長と財政健全化を両立させることを目指します。 

 

２．地方創生や活力ある地域経済の実現 

地域経済を支える中小企業の設備投資・賃上げを後押しし、全国津々浦々で持続的な成長

と雇用を生むための税制措置を強化します。特に、売上高 100 億円超を目指す成長志向の

高い中小企業向けに、中小企業経営強化税制の対象に建物を加えるなど拡充し、前向きな

投資を促進します。軽減税率特例の適用期限を延長する一方、極めて所得が高い中小法人

には一定の見直しを行います。地域未来投資促進税制も投資対象に新たな類型を加え期限

を延長し、地域の成長産業育成を後押しします。さらに、企業版ふるさと納税では寄附活

用事業の健全性確保策を強化しつつ適用期限を３年延長し、偏在性の小さい地方税体系の

構築を図り、地方公共団体の安定的な税収を確保します。 

 

３．経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し 

少子高齢化や働き方の多様化、デジタル化・グローバル化の進行など、経済社会の変化に

応じて公平で負担能力に見合う課税を実現すべく税制を見直します。iDeCo の拠出限度額

の引上げや年金課税の在り方の検討を通じ、老後資産形成の支援と給付時の適正課税を両

立します。さらに、グローバル・ミニマム課税の導入など国際的な合意に沿った法人課税

ルールを整備し、企業間競争条件の公平性を確保します。また、外国人旅行者向け免税制

度はリファンド方式へ転換しインバウンド消費を促進しつつ不正を排除し、越境 EC への
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消費税課税の適正化を検討します。こうした制度改正を通じ、経済の持続的発展と公平な

負担を目指します。 

 

４．防衛力強化に係る財源確保のための税制措置 

安全保障環境の変化に伴い、防衛力の抜本的強化とその財源確保が喫緊の課題であり、令

和８年４月以後開始事業年度から、法人税に４％の付加税を課す「防衛特別法人税（仮

称）」を導入し、基準法人税額から年 500 万円の基礎控除を差し引いた上で課税すること

で、中小法人に配慮します。一方、所得税の見直しは、いわゆる「103 万円の壁」引上げ

や国民負担全体への影響等を考慮し、引き続き検討します。加熱式たばこへの課税方式も

見直し、紙巻たばことの税負担差を解消しつつ消費者への影響に配慮して段階的に実施し

ます。こうした改正を通じ、国防の安定財源を確保します。 

 

５．円滑・適正な納税のための環境整備 

デジタル社会の進展に対応し、納税者が適正・円滑に申告・納付できる環境整備を図りま

す。具体的には、電子取引データの改ざん防止要件を満たすシステムを利用することで重

加算税 10％の加重対象外となる仕組みを構築します。また、帳簿・証憑のデジタル管理の

普及を促し、トレーサビリティ確保と負担軽減を両立させます。あわせて、税務調査にお

ける資料提示の拒否や第三者の不正加担への対応を検討し、公平・公正な課税を徹底しま

す。地方税でも、eLTAX を活用して納税通知書等を電子送付する取り組みを進めることで

利便性を高め、国・地方双方でデジタル時代に即した納税環境を整える方針です。 
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一 個人所得課税 三 法人課税 二・四～六 その他 

１．成長型経済への移行 

基礎控除の引上げ 

給与所得控除の最低保障額の引上げ 

特定親族特別控除の新設 

エンジェル税制の見直し 

今後の法人税のあり方 

３．経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し 

確定拠出年金制度の拡充 

子育て支援に関する政策税制 

(生命保険料控除・住宅ローン控除) 

結婚・子育て資金の一括贈

与に係る贈与税非課税措置 

外国人旅行者向け 

消費税免税制度の見直し 

グローバル・ミニマム課税 

の対応 

退職所得課税の見直し 

公的年金等の公平な税制のあり方 

高校生年代扶養控除・ひとり親控除 

２．地方創生や活力ある地域経済の実現 

中小企業軽減税率特例 

中小企業投資促進税制 

中小企業経営強化税制 

地域未来投資促進税制 

企業版ふるさと納税 

先端設備等導入計画に係る

特例措置 

事業承継税制の見直し 

５．円滑・適正な納税のための環境整備・その他 

退職所得控除の調整規定の見直し 

公益法人制度改革に伴う整備 

非適格合併等に係る調整勘定の 

金額の算定方法 

リース会計基準の変更に伴う 

リース税制の見直し 

電子帳簿等保存制度 

の見直し 

４．防衛力強化に係る財源確保のための税制措置 

防衛特別法人税の創設 防衛特別所得税を引き続き検討 たばこ税の段階的引き上げ Sam
ple
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第２部 各改正の具体的な内容 

一 個人所得課税 

１ 所得税・住民税の各種控除の引上げ【103 万円の壁】（大綱 P4,5,20～23） 

(1) 物価上昇による税負担調整の観点から、所得税の基礎控除の見直しが行われる。 

(2) パートやアルバイトの就業調整対策の観点から、給与所得控除が引き上げられ、 

大学生年代の子等に対する新たな控除（「特定親族特別控除」）が創設される。 

【関連法規】所法 28,79～84,86 他 

 

《全体像》 

・令和７年度税制改正の結果、次の「103 万円の壁」がなくなる。 

103 万円の壁 

[課税最低限] 

(1) 所得税の基礎控除の引上げ 

(2) 所得税・住民税の給与所得控除の最低保障額の引上げ 
年収 123 万円に 

103 万円の壁 

[所得控除の要件] 

(3) 所得税・住民税の「特定親族特別控除」の新設 
年収 150 万円に 

(年収 188 万円) 

(4) 合計所得金額要件の判定金額の引上げ 年収 123 万円に 

 

・改正の経緯 

令和６年 

10 月 27 日 

第 50 回衆議院議員総選挙により与党の獲得議席 215 で過半数（233）割れ 

→少数与党となり、「103 万円の壁をなくし、178 万円に引き上げる」公約で議席数を

増やした国民民主党と協力し、令和 7 年度税制改正の議論を行うことに 

11 月 22 日 
国民民主党との合意を受けて政府が「いわゆる「103 万円の壁」については、令和７

年度税制改正の中で議論し引き上げる。」と明記した「経済対策」を閣議決定 

11 月 25 日 自由民主党税制調査会と公明党税制調査会が「総会」を開催し、税制改正議論開始 

12 月 11 日 

国民民主党が「令和 6 年度補正予算案」に賛成する意向を示し、与党と国民民主党の

３党の幹事長による協議で「いわゆる「103 万円の壁」は、国民民主党の主張する 178

万円を目指して、来年から引き上げる。」を含む「合意書」が交わされる。 

12 月 17 日 

「令和６年度補正予算案」が与党・日本維新の会・国民民主党などの賛成多数で可決 

与党と国民民主党の 6 回目の協議が行われるも、国民民主党は与党側が前回の協議で

示した所得税を「123 万円」まで引き上げる案を上回る案を示さなかったことに伴い、

10 分で打ち切りに。その後、12 月中に協議は行われず、１月以降に協議継続の予定 

12 月 20 日 
与党の「令和 7 年度税制改正大綱※」が決定・公表 

→基礎控除と給与所得控除の引上げにより、103 万円の壁は「123 万円」まで引上げ 

12 月 27 日 政府の「令和 7 年度予算案」や「令和 7 年度税制改正の大綱※」が閣議決定 

※「大綱」の内容は今後の国民民主党との協議で修正される可能性あり 

Sam
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＜図表＞ 改正のイメージ 

 

 

 

 

 

 

     

赤字：改正箇所 所：所得税 住：住民税 共：共通

給与所得控除

共：65万円（+10）～

基礎控除

所：58万円（+10）

住：43万円

課税所得

本人

所：×税率5～45%
住：×税率10%

その他控除

勤労学生控除 27万円

勤労学生控除：27万円
給与収入

150万円以下（+20）
所得税非課税
給与収入

123万円以下（+20）

給
与
収
入

改正①_基礎控除額の引き上げ

改正②_給与所得控除の
最低保障額の引き上げ

合
計
所
得
金
額

〇本人の所得の改正イメージ

配偶者

給与所得控除

共：65万円（+10）

～

基礎控除

所：58万円（+10）

満額控除枠

37万円(-10)

配偶者控除：38万円

給与収入123万円以下（+20）

配偶者特別控除：38万円から逓減

逓減：給与収入約201万円以下

満額：給与収入160万円以下（+10）

19～22歳の親族

給与所得控除

共：65万円（+10）

～

基礎控除

所：58万円（+10）

満額控除枠

27万円

（全年齢）

扶養控除：38～63万円

給与収入123万円以下（+20）

特定親族特別控除：63万円から逓減

逓減：給与収入188万円以下

満額：給与収入150万円以下

赤字：改正箇所 所：所得税 住：住民税 共：共通

逓減控除枠

38万円(-10)

逓減控除枠

38万円

改正③_特定親族特別控除の新設

〇親族の所得の改正イメージ
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《改正の内容》 

(1) 所得税の基礎控除の引上げ 

・基礎控除の額が「定額」のため、物価上昇＝実質的な税負担が増える（「ステルス増税」

との指摘も）という課題がある。 

・消費者物価指数（総合）は、最後に基礎控除の引上げが行われた平成７年(1995 年)か

ら令和５年にかけて 10％程度上昇し、令和６年も 10 月までに３％程度上昇し、今後も

上昇が見込まれる。また、生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物価は平成７

年から令和５年にかけて 20％程度上昇している。 

・こうした物価動向を踏まえ、所得税の基礎控除の額が 20％程度引き上げられる。 

  

・所得税の基礎控除について、ベースとなる控除額が 48 万円から 58 万円に 10 万円引き上

げられる。 

 

＜図表＞ 基礎控除の控除額の引上げ 

 

 

＜図表＞ 基礎控除の控除額 

合計所得金額 
所得税の控除額 

住民税の控除額 
現 行 改正案 

2,350 万円以下 
48 万円 

58 万円 43 万円 

（改正なし） 2,350 万円超 2,400 万円以下 48 万円 

2,400 万円超 2,450 万円以下 32 万円 29 万円 

2,450 万円超 2,500 万円以下 16 万円 15 万円 

2,500 万円超 0 円 

 

＜適用時期＞ 

・令和７年分の所得税（年末調整・確定申告で対応。公的年金は還付も）について適用 

・ただし、源泉徴収は令和８年１月１日以後に支払う給与・公的年金等から適用 

 

48 万円 

（現 行） 

【住民税】 

  

58 万円 

 （改正案） 

【所得税】 

  

43 万円 

※改正なし 

 
10 万円増額 

15 万円の差 
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＜実務ポイント＞ 

■基礎控除が所得控除のため、議論の途中では「富裕層への制限が必要」という声があった。

今回の改正では「所得 2,350 万円超」の場合は基礎控除の引上げの対象外になっている。 

 

（参考）住民税の基礎控除 

・地方財政への配慮から、住民税（43 万円）は引上げ対象から除外する「分離案」が採用された。 

・税率が一律 10％の住民税は年収が低い層にとって税負担が重くなりやすく、分離案の採用で節税メリ

ットは減少したと言える。 

・もともと住民税における基礎控除は「地域社会の会費」という住民税の基本的性格から、控除額が所

得税より低く設定されていたが、今回の改正でその差は過去最大の「15 万円」となる。 

 

(2) 所得税・住民税の給与所得控除の最低保障額の引上げ 

給与所得控除の「最低保障額」が適用される収入の場合、収入が増えても控除額は増加し

ないため、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額

が 10 万円引き上げられる。 

 

・所得税・住民税について、給与所得控除の最低保障額が 55 万円（年収 162.5 万円まで）

から 65 万円（年収 190 万円まで）に 10 万円引き上げられる。 

・最低保障額が引き上がるだけのため、年収 190 万円超の場合は改正の影響はない。 

 

＜図表＞ 所得税・住民税の給与所得控除の控除額 

給与等の収入金額 現 行 改正案 

1,625,000 円まで 55 万円 
65 万円 

（＝190 万円×30%＋８万円） 
1,625,001 円～1,800,000 円 収入金額×40%－10 万円 

1,800,001 円～1,900,000 円 
収入金額×30％＋８万円 

1,900,001 円～3,600,000 円 収入金額×30％＋８万円 

3,600,001 円～6,600,000 円 収入金額×20％＋44 万円 

6,600,001 円～8,500,000 円 収入金額×10％＋110 万円 

8,500,001 円以上 195 万円（上限）※ 

※子育て世帯等は所得金額調整控除により年収 1,000 万円で控除額 210 万円が上限に 

 

＜適用時期＞ 

・令和７年分の所得税（年末調整・確定申告で対応）、令和８年度分の住民税について適用 

・ただし、源泉徴収は令和８年１月１日以後に支払う給与・公的年金等から適用 
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＜実務ポイント＞ 

■基礎控除の引上げは「所得税のみ」の改正（住民税分離）だが、給与所得控除の引上げは

「所得税と住民税に共通」した改正である。 

■基礎控除と給与所得控除の引上げの結果、所得税の年収の壁は 123 万円（現行：103 万

円）に、住民税の年収の壁は 110 万円（現行：100 万円。東京都の場合）になる。 

 

＜図表＞ 年収の「壁」への改正の影響 

 

 

（参考）平成 30 年度税制改正との違い 

・働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、「特定の収入」にのみ適用される「給

与所得控除」と「公的年金等控除」が一律 10 万円引き下げられ、「どのような所得」にでも適用され

る基礎控除が 10 万円引き上げられる「振替」的な改正だった（令和 2 年分から）。 

 

＜図表＞ 基礎控除への振替（平成 30 年度税制改正） ※財務省資料 

 

 

・一方、今回は物価上昇を背景にしつつ、就業調整を理由に「給与所得者」は基礎控除と給与所得控除

でダブルの恩恵を受け、「年金生活者」は基礎控除のみで公的年金等控除の見直しはない。 

 

年収 

103 万円 

（現 行） 

  

年収 

123 万円 

 （改正案） 

【所得税】 

 
20 万円増額 

【住民税】 

年収 

100 万円 

（現 行） 

  

年収 

110 万円 

 （改正案） 

  
10 万円増額 
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(3) 所得税・住民税の「特定親族特別控除」の新設 

現下の厳しい人手不足の状況で、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一

因との指摘がある。そこで大学生年代の子等の年収 150 万円までは、親等が特定扶養控

除と同額（63 万円）の所得控除を受けられ、年収 150 万円を超えても控除額が段階的に

逓減する仕組みが導入される。 

 

・扶養親族の合計所得金額が 58 万円（現行：48 万円）を超えると扶養控除による控除がで

きないが、19 歳以上 23 歳未満の同一生計の親族※（合計所得金額 123 万円以下）に対

し、一定の金額が控除できる「特定親族特別控除（仮称）」が新設される。 

 ※その居住者の配偶者と青色事業専従者等を除く。 

 

＜図表＞ 「親族」を扶養する場合の控除 

 

 

＜図表＞ 特定扶養控除と特定親族特別控除 

控除の種類 親族等の合計所得金額 所得税 住民税 

特定扶養控除 58 万円以下（現行：48 万円以下） 63 万円 45 万円 

特定親族 

特別控除 

【新設】 

58 万円超 85 万円以下 63 万円 

45 万円 85 万円超 90 万円以下 61 万円 

90 万円超 95 万円以下 51 万円 

95 万円超 100 万円以下 41 万円 

100 万円超 105 万円以下 31 万円 

105 万円超 110 万円以下 21 万円 

110 万円超 115 万円以下 11 万円 

115 万円超 120 万円以下 ６万円 

120 万円超 123 万円以下 ３万円 
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＜図表＞ 特定親族特別控除のイメージ 

 

 

・特定親族扶養控除が新設されたことで、親等は特定扶養親族が「年収 150 万円（所得 85

万円）」まで「63 万円」の控除を、年収 150 万円を超えても「年収 188 万円（所得 123 万

円）」まで控除を受けることができる。 

 

＜適用時期＞ 

・令和７年分の所得税（年末調整・確定申告で対応）、令和８年度分の住民税について適用 

・源泉徴収について、控除額が「一定額以上」の場合は、令和８年１月１日以後に支払う給

与・公的年金等に適用できる。 

→大綱では不明だが、現行の「配偶者特別控除（配偶者控除と同じ 38 万円が控除できる

所得 95 万円以下の「源泉控除対象配偶者」）」と同様に、源泉徴収税額表の「扶養親族

等の数」に１人加算できると考えられる。 

 

＜実務ポイント＞ 

■配偶者特別控除と同様に、特定親族特別控除の計算を年末調整の時点で行うことはほぼ

不可能であるため、確定申告で厳密な計算を行うことになると考えられる。 

■特定親族特別控除は配偶者特別控除と次の点で異なる。 

① 特定親族特別控除には「納税者本人(親等)の合計所得金額」による制限がない。 

控除の種類 配偶者・扶養親族の所得制限 納税者本人の所得制限 

配偶者 

特別控除 

あ り 

合計所得金額 58 万円超 133 万円以下 

あ り 

合計所得金額 1,000 万円以下 

特定親族 

特別控除 

あ り 

合計所得金額 58 万円超 123 万円以下 
な し 
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 ② 配偶者特別控除は所得 95 万円（年収 160 万円）を超えると控除額が逓減し、所得

133 万円（年収約 201 万円）を超えると控除額が消失するが、特定親族特別控除は

所得 85 万円（年収 150 万円）を超えると逓減し、所得 123 万円（年収 188 万円）

を超えると消失する。 

 

＜図表＞ 配偶者特別控除と特定親族特別控除の控除額(所得税)の比較 

配偶者特別控除 

※下記は本人の合計所得 900 万円以下の場合 

特定親族特別控除 

※本人の所得制限はなし 

配偶者の合計所得金額 控除額 親族等の合計所得金額 控除額 

58 万円超 95 万円以下 38 万円 

58 万円超 85 万円以下 63 万円 

85 万円超 90 万円以下 61 万円 

90 万円超 95 万円以下 51 万円 

95 万円超 100 万円以下 36 万円 95 万円超 100 万円以下 41 万円 

100 万円超 105 万円以下 31 万円 100 万円超 105 万円以下 31 万円 

105 万円超 110 万円以下 26 万円 105 万円超 110 万円以下 21 万円 

110 万円超 115 万円以下 21 万円 110 万円超 115 万円以下 11 万円 

115 万円超 120 万円以下 16 万円 115 万円超 120 万円以下 ６万円 

120 万円超 125 万円以下 11 万円 120 万円超 123 万円以下 ３万円 

125 万円超 130 万円以下 ６万円 123 万円超 ０円 

130 万円超 133 万円以下 ３万円 

133 万円超 ０円 

 

(4) 合計所得金額要件の判定金額の引上げ 

・基礎控除の引上げに伴い、控除判定の要件となる合計所得金額等が引き上げられる。 

項 目 関連する控除 現 行 改正案 

同一生計配偶者の合計所得金額 

配偶者控除 

配偶者特別控除 

障害者控除 

48 万円以下 

(年収 103 万円) 

58 万円以下 

（年収 123 万円） 扶養親族の合計所得金額 

扶養控除 

障害者控除 

寡婦控除 

ひとり親の生計を一にする子の 

総所得金額等の合計額 
ひとり親控除 

勤労学生の合計所得金額 勤労学生控除 
75 万円以下 

（年収 130 万円） 

85 万円以下 

（年収 150 万円） 
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・「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」における必要経費の最低保障額も 55 万

円から 65 万円に引き上げられる。 

 

＜適用時期＞ 

・令和７年分の所得税（年末調整又は確定申告で対応）、令和８年度分の住民税に適用 

 

＜実務ポイント＞ 

■勤労学生控除は、特定親族特別控除で 63 万円の控除が受けられる「年収 150 万円（現

行：130 万円）」まで引き上げられるため、年収 150 万円までは勤労学生自身の所得税

の課税も発生しない。 

■税金の基準は年収 150 万円まで引き上げられたが、社会保険のいわゆる「130 万円の

壁」はそのままのため、働き方を考える場合には注意が必要である。 

 

＜図表＞ 大学生と税金 

項 目 現 行 改正案 

① 本人の課税最低限 

※勤労学生控除適用時 

年収 130 万円まで 

（所得 75 万円） 年収 150 万円まで 

（所得 85 万円） 
② 親の所得控除の要件 

年収 103 万円まで 

（所得 48 万円） 

 

(5) 令和７年の年末調整への影響 

① 年末調整と源泉徴収のタイミング 

・所得税が「暦年」の計算単位であることから、一般的に税制改正法案が成立する「翌年

（例：令和８年分の所得税）」から改正が適用されることが多い。 

・今回は国民民主党の要望（３党の合意書では「来年から」と記載）により「令和７年分

の所得税」から反映されることとなった。 

・税制改正法案は早くとも３月末頃に成立し、令和 7 年１月からの源泉徴収に間に合わな

いことから、上記(1)～(4)の改正について給与所得者は基本的に「令和 7 年の年末調

整」で対応することになる。 

 

＜図表＞ 給与所得者と改正の影響 

項 目 令和７年 令和８年 

(1) 基礎控除の引上げ 

年末調整で対応 

（又は確定申告） 

１月から源泉徴収で対応 

※(3)は一定額以上の 

  控除ができる場合に 

(2) 給与所得控除の引上げ 

(3) 特定親族特別控除の新設 

(4) 合計所得金額要件の判定金額の引上げ 
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② 年末調整書類の様式 

・①の結果、令和７年分の年末調整書類の様式も変更となると考えられる。 

 

イ 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 

→令和 6 年の年末調整により、令和７年分の扶養控除等申告書（簡易版を含む。）は

回収済の場合が多いが、 

・「B 控除対象扶養親族（16 歳以上）」の欄 

・「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄 

の合計所得金額等の要件が変更されるため、令和７年の年末調整で改めて周知や内

容の確認が必要となると考えられる。 

  ※令和７年の「源泉徴収」は改正を反映しない（年末調整で対応）ため、「A 源泉控除対象配偶

者」の欄は特に見直しの必要はないと考える。ただし令和８年以後は、所得 95 万円は変わらな

いものの、年収ベースでは「160 万円（現行：150 万円）」に変わるため注意が必要である。 

 

ロ 「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」 

→「特定親族特別控除」が新設され、配偶者特別控除のように対象となる親族の「本

年中の合計所得金額の見積額」から控除額を決める仕組みになると考えられる。 

※ただし、用紙１枚にギリギリおさめているため、提出用紙がもう１枚増える可能性もある。 
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２ エンジェル税制の拡充（大綱 P5,6,23,24） 

(1) スタートアップへの再投資をより促進する観点から、エンジェル税制に「繰戻し還

付制度」が創設され、再投資期間が延長される（最大２年間に）。 

(2) ただし、所得税の暦年課税の例外となる極めて異例な措置であることも踏まえ、「翌

年譲渡時における課税制度」も設けられる。 

【関連法規】措法 37 の 13～37 の 13 の３,41 の 19 

 

《改正の内容》 

(1) 繰戻し還付制度の創設 

・譲渡益が発生した年の「翌年」にスタートアップ投資を行った場合、譲渡益発生年に遡っ

て投資額の相当額を譲渡益から控除する「繰戻し還付制度」が創設される。 

・具体的には、令和 8 年 1 月 1 日以後に特定株式を取得した居住者は、その年に「特定株

式控除未済額（控除しきれない金額）」がある場合、前年分の所得税額のうち、「特定株式

控除未済額に対応する金額」の還付を請求できる。 

・特定株式の取得価額は、「その年分の適用金額」と「この措置で適用を受けた特定株式控

除未済額」との合計額（特例控除対象特定株式の場合には 20 億円超の部分のみ）をその

取得に要した額から控除した金額になる。 

 

＜図表＞ 改正の全体像① ※経産省資料 
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＜図表＞ 改正の全体像② ※経産省資料 

 

 

・上記の措置は、「前年分の確定申告書」に、特定新規中小企業者により発行される特定株

式をその年中に払込みにより取得する見込みである旨等を記載した書類を添付し、その

提出期限までに提出している等の要件を満たす場合に限り適用される。 

 

(2) 翌年譲渡時における課税制度の創設 

・再投資非課税措置について、株式を取得した年の翌年末までにその株式を売却した場合に

課税を行う。 

・具体的には、令和 8 年１月１日以後に「特例適用控除対象特定株式」を取得した居住者等

が、その取得をした年の翌年中にその株式を譲渡した場合（上場日以後に行われた場合な

どを除く。）には、その株式の取得価額（＝譲渡原価）の計算では、取得費から「本制度

の適用を受けて控除済の金額（上限：20 億円）」を控除して計算する。 

・つまり、「控除額」を売却益に足し戻す計算が行われる。 

 

＜実務ポイント＞ 

■繰戻し還付制度の対象となる「特定株式控除未済額に対応する金額」の計算方法について

確認が必要 
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３ 子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充（大綱 P13,28） 

令和６年度税制改正大綱で「高校生年代の扶養控除の見直し」とあわせて行うとした

「子育て支援税制」は、今後、高校生年代の扶養控除の取扱いを踏まえてそのあり方を

検討されるが、令和７年度税制改正では１年間の時限的な措置として「生命保険料控除

の拡充」が実施される。 

【関連法規】所法 76 

 

《改正の内容》 

・令和８年分の所得税の生命保険料控除のうち、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の

適用限度額について、23 歳未満の扶養親族※を有する場合に 2 万円の上乗せ措置が講じ

られ、6 万円（現行：4 万円）に 

 ※扶養親族：同一生計で合計所得金額 58 万円（年収 123 万円）以下の親族 

・「旧生命保険料」と「２万円の上乗せ措置の適用がある新生命保険料」を支払った場合

も一般生命保険料控除の適用限度額は６万円（現行：４万円）に 

・「合計適用限度額」は実際の適用控除額の平均が限度額を大きく下回っている実態を踏

まえ、現行の 12 万円を維持 

・「令和８年分 給与所得者の保険料控除申告書」の様式が変更される。 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※金融庁資料 
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＜計算方法＞ 

・一般生命保険料控除（新契約、上乗せ措置あり）の控除額 

年間の新生命保険料 控除額 

30,000 円以下 全 額 

30,000 円超 60,000 円以下 新生命保険料×1/2＋15,000 万円 

60,000 円超 120,000 円以下 新生命保険料×1/4＋30,000 円 

120,000 円超 一律 60,000 円 

 

（参考）現行の一般生命保険料控除（新契約）の控除額 

年間の新生命保険料 控除額 

20,000 円以下 全 額 

20,000 円超 40,000 円以下 新生命保険料×1/2＋10,000 万円 

40,000 円超 80,000 円以下 新生命保険料×1/4＋20,000 円 

80,000 円超 一律 40,000 円 

 

＜実務ポイント＞ 

■上乗せ措置は「令和 8 年のみ」の暫定措置であり、令和 9 年以後の取扱いについて令和

８年度以後の税制改正の議論に注意が必要 

■住民税について大綱では触れられていないため、「所得税のみ」の改正と考えられる。 

■合計適用限度額は 12 万円のままで改正がないため、既に全ての生命保険料控除を上限ま

で適用している場合（一般生命 4 万円＋介護医療４万円＋個人年金４万円＝12 万円）は、

今回の上乗せ措置による恩恵がない。 

■「一時払生命保険」について 

・令和 6 年度税制改正大綱で「既に資産を一定程度保有している者が利用していると考

えられ、万が一のリスクへの備えに対する自助努力への支援という趣旨と合致しない

ことから、これを控除の適用対象から除外する。」と方針が示された。 

・令和 7 年度税制改正大綱では、「２万円の上乗せ措置を時限的に講じている間は控除

の適用対象から除外しないこととする」とあり、「令和８年」までは引き続き対象と

なるが、令和 9 年以後の取扱いも令和８年度以後の税制改正の議論に注意が必要 
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４ 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充（大綱 P13,28～30） 

令和６年限りの措置として対応した上乗せ措置が、令和７年も対象となる。 

【関連法規】措法 41 

 

《改正の内容》 

(1) 住宅ローン控除 

① 子育て世帯等に対する借入限度額の拡充 

・子育て特例対象個人が「認定住宅等の新築等」をして、令和７年１月１日から同年 12

月 31 日までの間に居住の用に供した場合、借入限度額を引上げ 

住宅の区分（新築・買取再販） 
借入限度額（令和６年・７年入居分） 

右記以外 子育て特例対象個人 

認定住宅等 

認定長期優良住宅 

・認定低炭素住宅 
4,500 万円 5,000 万円 

ZEH 水準省エネ住宅 3,500 万円 4,500 万円 

省エネ基準適合住宅 3,000 万円 4,000 万円 

その他の住宅 
０円 

（令和５年末までに新築の建築確認：2,000 万円） 

 

・対象者：次のいずれかに該当する個人 

子育て特例 

対象個人 

イ 40 歳未満で配偶者を有する者 
夫婦のいずれかが 40 歳未満 

ロ 40 歳以上で 40 歳未満の配偶者を有する者 

ハ 19 歳未満の扶養親族※を有する者 

※扶養親族：同一生計で合計所得金額 58 万円（年収 123 万円）以下の親族 

 

＜図表＞ 子育て特例対象個人の範囲 

本 人 配偶者 
19 歳未満の扶養親族 

な し あ り 

40 歳未満 あ り 
○ 

○ 40 歳以上 あ り 
40 歳未満 

40 歳以上 
対象外 

（年齢問わず） な し 

 

＜実務ポイント＞ 

■新築の「その他の住宅」や「中古住宅」は改正の対象外 

■「単身者」や「19 歳未満の扶養親族がいない 40 歳以上の夫婦」は対象外 
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② 新築住宅の床面積要件の緩和の延長 

・床面積を 40 ㎡以上とする緩和措置：１年延長 

 現 行 改正案 

原 則 50 ㎡以上 

特 例 40 ㎡以上 

 
所得要件 合計所得金額 1,000 万円以下 

家屋の建築確認の時期 令和６年 12 月 31 日以前 令和７年 12 月 31 日以前 

※②の改正は、子育て世帯・若者夫婦世帯以外も対象 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※国交省資料 

 

 

(2) 財産住宅貯蓄制度の対象住宅の床面積要件の緩和 

・上記(1)②の住宅ローン控除の「新築住宅の床面積要件の緩和の延長」を踏まえ、財形住

宅貯蓄を非課税で適格に払い出すための対象住宅の要件も床面積 40 ㎡以上 50 ㎡未満の

認定住宅等のうち令和７年 12 月 31 日以前（現行：令和６年 12 月 31 日以前）に建築

確認を受けたものに延長される。 
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(3) 東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン控除 

① 子育て特例対象個人である住宅被災者が「認定住宅等の新築等」をして令和７年１月１

日から同年 12 月 31 日までの間に居住の用に供した場合、借入限度額を引上げ 

住宅の区分 
借入限度額（令和６年・７年入居分） 

右記以外 子育て特例対象個人 

認定住宅等 

認定長期優良住宅 

認定低炭素住宅 

ZEH 水準省エネ住宅 

省エネ基準適合住宅 

4,500 万円 5,000 万円 

その他の住宅 
０円 

（令和５年末までに新築の建築確認：4,500 万円） 

 

② 床面積を 40 ㎡以上とする緩和措置：１年延長 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※復興庁 
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５ 子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充（大綱 P13,30） 

令和６年限りの措置として対応した特例措置が、令和７年も対象となる。 

【関連法規】措法第 41 の 19 の２,41 の 19 の３ 

 

《改正の内容》 

・子育て特例対象個人が所有する居住用の家屋に「子育て対応改修工事」をし、令和７年１

月１日から同年 12 月 31 日までの間に居住の用に供した場合、住宅リフォーム税制（住宅

特定改修特別税額控除）の適用対象に追加（令和 6 年の措置と同じ） 

・税額控除額 

【計算式】 

税額控除額＝子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額※（250 万円を限度）×10％ 

 

※標準的な工事費用相当額：子育て対応改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に 

その子育て対応改修工事を行った箇所数等を乗じて計算した金額 

 

・対象者：次のいずれかに該当する個人 

子育て特例 

対象個人 

イ 40 歳未満で配偶者を有する者 
夫婦のいずれかが 40 歳未満 

ロ 40 歳以上で 40 歳未満の配偶者を有する者 

ハ 19 歳未満の扶養親族を有する者 

※扶養親族：同一生計で合計所得金額 58 万円（年収 123 万円）以下の親族 

 

・子育て対応改修工事の範囲 

⇒標準的な工事費用相当額（補助金控除後）が 50 万円超などの要件を満たす次の工事 

イ 住宅内における子どもの事故を防止するための工事 

ロ 対面式キッチンへの交換工事 

ハ 開口部の防犯性を高める工事 

ニ 収納設備を増設する工事 

ホ 開口部・界壁・床の防音性を高める工事 

ヘ 一定の間取り変更工事 

 

＜実務ポイント＞ 

■「単身者」や「19 歳未満の扶養親族がいない 40 歳以上の夫婦」は対象外 
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６ 確定拠出年金制度の拡充【年金制度改革】（大綱 P10,11,33,34） 

・勤務先の企業が企業年金を設けているかどうか、企業年金の形態がどうであるかとい

った違いにかかわらず、継続的に、かつ、平等に資産形成をできる環境の整備を進め

るため、「iDeCo の拠出限度額」が引き上げられる。 

・さらに、豊かな老後生活に向けて、公的年金を補完し、老後に向けた資産形成を支援

するという私的年金の役割を踏まえ、賃金上昇の状況を勘案し、「確定拠出年金の拠

出限度額」が 7,000 円引き上げられる。 

【関連法規】所法 75,確定拠出年金法(企業型年金,個人型年金) 

 

《改正の背景》 

・令和 7 年（2025 年）に行われる５年に１度の「年金制度改革」に向けて、 

 (1) 確定拠出年金の拠出限度額の引上げ 

 (2) 企業型確定拠出年金のマッチング拠出の制限撤廃 

(3) iDeCo の加入可能年齢の引上げ 

が確定拠出年金法等の改正で行われる予定である。 

・令和 7 年度税制改正では、これらの見直しが行われた後も、現行の税制上の措置が適用

できるように整備される。 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※金融庁資料 
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《改正の内容》 

(1) 確定拠出年金の拠出限度額が、次のとおり引き上げられる。 

項 目 対象者 掛金上限（現行） 掛金上限（改正案） 

企業型確定拠出年金

（企業型 DC） 

確定給付企業年金

（DB）加入者 
月額 5.5 万円－他の掛金 月額 6.2 万円－他の掛金 

未加入者 月額 5.5 万円 月額 6.2 万円 

個人型確定拠出年金

（iDeCo） 

第一号被保険者 月額 6.8 万円 月額 7.5 万円 

企業年金加入者 
月額 5.5 万円－他の掛金 

月額 2.0 万円が限度 
月額 6.2 万円－他の掛金 

企業年金未加入者 月額 2.3 万円 月額 6.2 万円 

第三号被保険者 月額 2.3 万円（改正なし） 

国民年金基金 月額 6.8 万円 月額 7.5 万円 

 

(2) マッチング拠出の制限撤廃 

・企業型確定拠出年金のマッチング拠出の制限（事業主掛金の額を上限）が撤廃され、事業

主と従業員の双方が自由に掛金を調整可能に 

 

＜図表＞ マッチング拠出 

 

 

(3) iDeCo の加入可能年齢の引上げ 

・現行制度の加入年齢は「60 歳未満まで」だが、「60 歳以上 70 歳未満」のうち「次の①又

は②で老齢基礎年金や iDeCo の老齢給付金の未受給者」を新たに対象に 

① iDeCo の加入者・運用指図者 

② 企業型 DC 等の私的年金の資産を iDeCo に移換する者 

 

事業主掛金【B】 

（例：12,000 円） 

現 行 

月 27,500 円 

(=月 55,000 円×1/2) 

改正案 

加入者掛金【A】 

（0 円～上限 12,000 円） 

A が B を上回れない 

→使い残しが発生 

事業主掛金 

（例：12,000 円） 

加入者掛金 

（0 円～50,000 円） 

※事業主掛金の上限 

を撤廃 
月 62,000 円の範囲内 

で自由に掛金を調整 Sam
ple
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＜図表＞ 現行の iDeCo の加入可能年齢 ※厚労省「第 31 回資料（2024 年 1 月 29 日）」 

 

 

＜図表＞ iDeCo の加入可能年齢の引上げイメージ ※厚労省「第 37 回資料（2024 年 11 月 8 日）」 
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＜適用時期＞ 

・確定拠出年金法等の改正を前提とするため、改正の時期は未定 

 

＜実務ポイント＞ 

■中小企業でも企業型 DC の導入が進んでおり、導入のメリットとして確定拠出年金の拠

出額を増やす目的もあったが、iDeCo の企業年金未加入者も企業型 DC と同額（月額 6.2

万円）の拠出ができるようになった。 

※企業型 DC の導入のメリットは社会保険料の標準報酬月額の引き下げ効果もある。 

■iDeCo の受取りは 60 歳～75 歳まで選択が可能で、受け取り方も「一時金（退職所得）」

と「年金（雑所得 公的年金等）」で選べるが、受け取り方によって課税方法も異なる。 

 ※ただし、一時金として受け取るときは、次の「７ 退職所得控除の調整規定の適正化」

についても注意が必要。 

■iDeCo と NISA の選び方のポイント（個人的な見解） 

種 類 メリット デメリット 選び方のポイント 

iDeCo 
掛金全額が所得控除 

税引「前」の資金から拠出 
60 歳まで引出しができない 

老後の資金として積立 

収入が多い中年層後半 

NISA 
運用益が全て非課税 

いつでも引出しが可能 
税引「後」の資金から拠出 

余った資金で柔軟に運用 

収入が少ない若年層 

 

（参考）資産所得倍増プラン 

・岸田政権下で「資産所得倍増プラン」が策定され、次の７本の柱が掲げられた。 

第一の柱：家計金融資産を貯蓄から投資にシフトさせる NISA の抜本的拡充や恒久化 

第二の柱：加入可能年齢の引上げなど iDeCo 制度の改革 

     ① iDeCo の加入可能年齢の引上げ 

② iDeCo の拠出限度額の引上げと受給開始年齢の引上げ 

 ③ iDeCo の手続の簡素化 

第三の柱：消費者に対して中立的で信頼できるアドバイスの提供を促すための仕組みの創設 

第四の柱：雇用者に対する資産形成の強化 

第五の柱：安定的な資産形成の重要性を浸透させていくための金融経済教育の充実 

第六の柱：世界に開かれた国際金融センターの実現 

第七の柱：顧客本位の業務運営の確保 

・第一の柱の「NISA の抜本的拡充や恒久化」は令和５年度税制改正で実現（令和６年開始）し、第二の

柱の「iDeCo 制度の改革」は今回の税制改正で大きく前進したといえる。 
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７ 退職所得控除の調整規定の適正化（大綱 P34,35） 

定年の引上げ等により会社の退職金の受給年齢が 65歳以後になるケースが増加している

ことを踏まえ、課税の公平性の観点から、一定期間内に複数の退職手当等を受け取る場合

の「退職所得控除の調整規定」が適正化される。 

【関連法規】所法 30,所令 70 

 

《現行制度の問題点》 

・一定期間内に会社の退職金や老齢一時金を複数回受け取った場合に、その勤続期間が重複

するときは、退職所得控除の計算において「重複する勤続期間の退職所得控除相当額」を

控除した残額が控除額となる調整規定が適用される。 

・この調整対象となる期間は原則として「５年以内」で判定を行うが、確定拠出年金（企業

型 DC や iDeCo）の老齢一時金を「後」で受け取る場合は、老齢一時金の受給年齢を 60

歳から 75 歳まで自由に選択できることから「20 年以内」で判定を行う特例が設けられて

いる。 

・一方、確定拠出年金の老齢一時金を「先」に受け取る場合は、この特例の適用がないため、

原則どおり５年以内で判定となる。 

・結果、「先」に受け取るか（５年以内で判定）、「後」で受け取る（20 年以内で判定）かで、

控除額計算に有利不利が生じていた。 

 

＜図表＞ 現行の退職所得控除の調整規定 ※厚労省「第 37 回資料（2024 年 11 月８日）」 
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《改正の内容》 

・老齢一時金を「先」に受け取る場合も「退職所得控除の計算の特例」の対象とし、「10 年

以内」で判定するよう見直される。 

１回目の退職手当 ２回目の退職手当 現 行 改正案 

会社の退職金 会社の退職金 ５年以内（原則） 

老齢一時金 会社の退職金 ５年以内（原則） 10 年以内（特例） 

会社の退職金 老齢一時金 20 年以内（特例） 

 

＜適用時期＞ 

・令和 8 年１月１日以後に「老齢一時金」の支払いを受けている場合であって、同日以後に

支払いを受けるべき退職手当等について適用 

→つまり、令和 7 年 12 月 31 日までに老齢一時金を受け取る場合は 5 年以内(原則) 

 

＜実務ポイント＞ 

■会社の退職金、iDeCo、企業年金、小規模企業共済など、複数の退職所得課税がされる仕

組みがあった際に、受け取り方によって課税方法が大きく異なることになる。足元の生活

資金と課税の有利不利などを踏まえて選択をすることが重要。 

■「60 歳」で確定拠出年金の老齢一時金を受け取る場合、会社の退職金について退職所得

控除を満額利用できるのは 70 歳（現行：65 歳）に受け取る場合となる。 

 

※実際の判定は年齢ではなく、２回目の受給年の前年以前９年（現行：４年）以内で判定を

行うため、暦年ベースでの判定が必要となる。 

  

１回目 

老齢一時金 

60 歳 

▼ 

２回目 

会社の退職金 

65 歳 

▼ 

現 行：５年超のため、２回目も満額利用可能 

     ↓ 

改正案：10 年以内のため、２回目は減額 

１回目 

老齢一時金 

60 歳 

▼ 

２回目 

会社の退職金 

70 歳 

▼ 

10 年超のため２回目も 

満額利用可能 
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８ 退職所得の源泉徴収票の提出対象者の見直し（大綱 P35） 

退職所得控除の調整規定（上記７参照）や合計所得金額判定の適正執行の観点から、「退職

所得の源泉徴収票」の提出対象者が見直され、退職者全員となる。 

【関連法規】所法 226② 

 

《改正の内容》 

・令和８年１月１日以後に税務署へ提出すべき退職所得の源泉徴収票から、すべての居住者

への支払について一律で提出を義務化（現行：役員のみ） 

令和７年まで 令和８年以後 

役員のみ 全員（従業員も） 

 

＜実務ポイント＞ 

■配偶者や扶養親族の「合計所得金額」の計算上、分離課税される退職所得金額を「所得税

では含む」が、今回の改正で退職所得の源泉徴収票を全員提出させることで、本来なら扶

養から外れているのに含めているケースが税務署側で判定しやすくなると予想される。 

 

＜図表＞ 退職所得と合計所得金額 

 所得税 住民税 

合計所得金額 

の範囲 

分離課税対象の 

退職所得を「含む」 

→退職所得の源泉徴収票を従業員も 

提出させることで判定しやすくなる 

分離課税対象の 

退職所得を「含まない」 

※扶養控除申告書の「退職手当等を 

有する配偶者・扶養親族」の欄で確認 

 

（参考）給与所得の源泉徴収票 

・令和５年度税制改正により、令和９年１月１日以後に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」から税務

署への提出対象者が「ほぼ全員」に拡大（市町村に給与支払報告書を提出する場合は「みなし提出」

で税務署への提出は不要に） →給与所得も退職所得も「令和 8 年分」から対象に注意 

 

＜図表＞ 給与所得の源泉徴収票のみなし提出のイメージ 

 

 

税務署 市町村 

給与の情報 給与支払報告書 

企 業 

源泉徴収票を提出したものとみなす 
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９ 法人課税信託の課税の適正化（大綱 P6,34） 

スタートアップの人材確保を支援するストックオプション税制について、信託等を利用

することで本税制の要件を満たさずに同じ税優遇効果を生むスキームに対して、適正化

の措置が講じられる。 

【関連法規】法法２二十九の二(法人課税信託),所法 67 の３(信託に係る所得の金額の計算) 

 

《現行制度の問題点》 

・もともと「受益者等の存しない信託（法人課税信託）」は「受益者がいない」ため、法

人に準じた課税が行われる仕組みである。 

・しかし、後から「役員等」を受益者に指定することで、信託財産を「簿価」で引き継ぐ

ことが可能な仕組みになっている（受益者の指定時に課税が行われない）。 

・ストックオプションについて信託内で権利行使をし、事後に受益者を指定して株式を交

付することで、実質的には役員のインセンティブとして機能させることが可能になって

いたため、今回、課税の適正化が取られることになった。 

 

《改正の内容》 

(1) 「特定法人課税信託」から「受益者が存する信託」に変わった場合の株式の扱い 

・受益者等の存しない信託である「特定法人課税信託」が、後で受益者等が存在する形

（＝法人課税信託ではなくなる）となったとき、その信託財産の特定株式については、

その「該当しなくなった時点」の時価相当額で受益者が取得したものとみなす（現行：

簿価での引継ぎ）。 

・このとき、それまでの帳簿価額分は受益者の所得計算上「総収入金額に算入しない」扱

いとする（＝含み益相当に給与課税）。 

 

＜図表＞ 法人課税信託の課税の適正化 

 

受
託
者
【
信
託
】 

委
託
者
（
発
行
法
人
・
役
員
等
） 

①金銭を信託 

②新株予約権を購入 

③権利行使・株式交付 

受
益
者
（
役
員
等
） 

④受益者指定 

・株式交付 

受益者の指定時(④) 

【現行】 

・簿価の引継ぎ 

 →課税なし 

【改正案】 

・みなし時価取得 

・差額は給与課税 

⑤株式の売却 
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＜図表＞ 課税イメージ（④・⑤は前ページの図に対応） 

 

 

(2)「特定法人課税信託」の定義 

・発行会社（役員等が勤める法人）が委託者となり、役員等が後から受益者として指定され

る見込みのある信託で、その信託財産に「譲渡制限の付いていない株式（＝特定株式）」

が含まれているものを指す。 

 

＜実務ポイント＞ 

■信託型ストックオプションの取扱いについて、令和５年に国税庁より権利行使時に給与

課税がされる公式見解が発表された。それにより、インセンティブ機能としての活用メリ

ットが薄まっていたことが背景にあると考えられる。 

■「譲渡制限付き株式」は、譲渡制限の解除時点で給与課税されるため除外されている。 

■大綱では「今後同様のスキームが創出された場合にも迅速に対応する。」とあり、今後も

このようなスキームの適正化（節税封じ）が予想される。 

 

 

10 その他の改正 

(1) NISA の利便性向上（大綱 P6,24～28） 

・NISA のつみたて投資枠について、上場投資信託（ETF）の最小取引単位を１口当たり

１万円以下（現行：1,000 円以下）に引き上げるなど、投資初心者に適した指数連動型

の ETF を購入しやすい環境を整備 

・金融機関変更時の即日買付を可能に（現行：口座開設時のみ） 

 

  

250 

【例】新株予約権の購入価額 50、権利行使価額 200（計 250） 

950 

⑤売却時 

→分離課税 

④受益者指定時 

 ※課税なし 

株価 1,200 
▼ 

＜現 行＞ 

200 

⑤売却時 

→分離課税 

750 

④受益者指定時 

 →給与課税 

株価 1,000 
▼ 

株価 1,200 
▼ 

＜改正案＞ 

簿価引継ぎ 

250－250＝０ 

株価 1,000 
▼ 

みなし時価取得 

1,000－250＝750 
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＜図表＞ 改正の全体像① ※金融庁資料 

 

＜図表＞ 改正の全体像② ※金融庁資料 
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(2) 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置（大綱 P31,32） 

・申請書の提出があった日から１月以内に国税庁長官の承認をしないことの決定がなかっ

た場合にその承認があったものとみなす特例（「承認特例」）の対象範囲に一定の基金・

基本金を追加するなど、見直される。 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※内閣府資料 

 

 

(3) 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例（経営者の私財提供に係る 

譲渡所得の非課税措置）（大綱 P32） 

・適用期限を３年延長 

 

(4) マイナンバーカード機能のスマートフォン搭載のための整備（大綱 P34） 

・本人確認の方法について、「署名用電子証明書を送信する方法」に代えて、「カード代替

電磁的記録」を送信する方法が可能に 
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＜図表＞ スマホ搭載のイメージ  ※デジタル庁「マイナンバーカード機能のスマホ搭載について」 

  

 

(5) 小規模企業共済掛金控除等の控除証明書（大綱 P35） 

・紙で確定申告書を提出する場合、次の「控除証明書」の添付又は提示に代えて、控除証

明書の「記載事項を記載した明細書」を添付可能に 

イ 小規模企業共済等掛金控除の証明書 

ロ 生命保険料控除の証明書 

ハ 地震保険料控除の証明書 

・税務署長は、確定申告期限等から５年間、控除証明書の提示又は提出を求めることがで

きるため、５年間保管が必要 

・令和８年分以後の確定申告書を令和９年１月１日以後に提出する場合に適用 

 

＜図表＞ 小規模企業共済掛金控除等の控除証明書 

項 目 現 行 改正案 

書面申告 控除証明書の添付又は提示 
①控除証明書の添付又は提示 

②明細書（控除証明書は５年保管）も可 

電子申告 明細書（控除証明書は５年保管） 
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（6）国民健康保険税の改正（大綱 P38） 

・基礎課税額等に係る課税限度額 

項 目 現 行 改正案 

医療分 
基礎課税額 65 万円 66 万円 

後期高齢者支援金等課税額 24 万円 26 万円 

介護納付金課税額 17 万円 

合 計 106 万円 109 万円 

 

・国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準 

被保険者等の数に乗ずべき金額が次のとおり引き上げられる。 

項 目 現 行 改正案 

５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定 29.5 万円 30.5 万円 

２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定 54.5 万円 56 万円 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※厚労省資料 
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＜図表＞ 最近の国民健康保険税の限度額 

年 度 医療分(基礎＋後期) 介護納付金課税額 合計（前年度比） 

令和 4 年度 85 万円 

17 万円 

102 万円 

令和５年度 87 万円 104 万円（＋２万円） 

令和 6 年度 89 万円 106 万円（＋２万円） 

令和 7 年度(案) 92 万円 109 万円（＋３万円） 

 

＜図表＞ 国民健康保険税の限度額の推移 ※厚労省「第 184 回資料（令和６年 10 月 31 日）」 
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二 資産税 

１ 結婚・子育て資金の一括贈与の贈与税非課税措置の延長（大綱 P13,14,39） 

現在、「こども未来戦略」の集中取組期間（令和８年度まで）の最中にあり、こども・

子育て政策を総動員する時期にある。このため、特に集中取組期間であることを勘案

し、結婚・子育て資金の一括贈与の贈与税非課税措置の適用期限が２年延長される。 

【関連法規】70 の２の３ 

 

《改正の内容》 

・適用期限を２年延長 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※こども家庭庁資料 

 

 

＜実務ポイント＞ 

■大綱では「令和５年度税制改正大綱で「制度の廃止も含め、改めて検討する」とされた

後も、利用件数が低迷する等の状況にあり、関係省庁において、子育てを巡る給付と負

担のあり方や真に必要な対応策について改めて検討すべきである。」とあるため、次は

令和 9 年度税制改正に注目したい。 
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＜図表＞ 各信託の件数 ※信託協会「信託の受託概況（令和６年９月末現在）」 

 

 

 

令和６年９月末現在の利用実績 結婚・子育て支援信託 教育資金贈与信託 

契約数（累計） 7,907 件 271,523 件 

信託財産設定額合計（累計） 250 億円 ２兆 724 億円 
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２ 事業承継税制の要件緩和（大綱 P9,39） 

・法人版事業承継税制の特例は、令和６年度税制改正で特例承継計画の提出期限が令和

８年３月 31 日まで延長されたが、「役員就任要件」により事実上のリミットが令和６

年 12 月 31 日に迫っていたため、今回の改正で要件が緩和される。 

・個人版事業承継税制における「事業従事要件」も同様。 

【関連法規】措置法 70 の６の８②二ハ（特例事業受贈者）,70 の７の５②六ヘ（特例経営承継受贈者） 

 

《改正の内容》 

・令和７年１月１日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について、次の見直しが

行われる。 

項 目 改正案 

法人版事業承継税制の特例の 

「役員就任要件」 

贈与の直前において（現行：贈与の日まで引き続き３年以上）

対象会社の役員等であることに緩和 

個人版事業承継税制の 

「事業従事要件」 

贈与の直前において（現行：贈与の日まで引き続き３年以上）

対象事業に従事していたことに緩和 

※大綱では今回も「中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上という待ったなしの課題を解決するための極め

て異例の時限措置であることを踏まえ、適用期限は今後とも延長しない。」と明記された。 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※経産省資料 
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＜図表＞ 制度の概要 ※経産省資料 

 

＜図表＞ 手続の概要 ※経産省資料 
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３ 先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置の延長（大綱 P9,41） 

賃上げを後押しするよう見直しを行った上、適用期限が２年延長される。 

【関連法規】地方税法附則 15 条 44 項 

 

《改正の内容》 

・適用期限が２年延長 

・中小事業者等が、認定を受けた先端設備等導入計画に記載された、生産・販売活動等の用

に直接供される一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準が次のとおり軽減される。 

取得時期 

計画内容 

令和 5 年 4 月 1 日 

～令和６年３月 31 日 

令和６年４月１日 

～令和７年 3 月 31 日 

令和７年４月１日 

～令和９年 3 月 31 日 

生産性向上 

＋賃上げ３％ 最初の５年間 

価格×1/3 

最初の４年間 

価格×1/3 

最初の 5 年間 

価格×1/4 

生産性向上 

＋賃上げ 1.5％ 

最初の３年間 

価格×1/2 

生産性向上のみ 
最初の３年間 

価格×1/2 
― 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※経産省資料 
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・中小事業者等の要件 

イ 資本金１億円以下の法人又は常時使用従業員数 1,000 人以下の個人等 

ロ 
中小企業等経営強化法に規定する市町村の導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平

均３％以上向上させるものとして認定を受けたもの 

 

・対象設備 

種 類 最低取得価額要件 投資利益率要件 

機械装置  160 万円 
年平均の投資利益率が５％以上とな

ることが見込まれる投資計画に記載

されたもの 

※認定経営革新等支援機関が確認 

測定工具・検査工具 30 万円 

器具備品 30 万円 

建物附属設備（家屋と一体となって 

効用を果たすものを除く。） 
60 万円 

 

＜実務ポイント＞ 

■後述の中小企業経営強化税制（Ｂ類型）では投資利益率が「７％以上」に引き上げられた

が、固定資産税の特例について特に投資利益率の引上げに関する記載は大綱にない。 

■大綱では賃上げを「従業員に表明」することに関する記載はないが、上記の経済産業省の

資料では「賃上げ表明（※雇用者全体の給与が増加することを従業員に表明するもの）」

と書かれているため、現行と同様と考えられる。 

 

 

４ その他の改正 

（1）相続税・贈与税の納税猶予制度（大綱 P39） 

・農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の「営農困難時貸付け」と山林に係る相続

税の納税猶予制度の「特例山林の経営委託の適用を受けることができる事由」に「介護

医療院へ入所したこと」を追加 

 ※介護医療院：要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的に

提供する施設 

 

(2) 相続税の物納制度における物納許可限度額等（大綱 P19,49） 

・納税者の支払能力を的確に勘案した物納制度とするため、物納許可限度額の計算の基礎

となる延納年数は「納期限等における申請者の平均余命の年数」を上限とする等の見直

しが行われる。 
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（3）登録免許税の改正（大綱 P39,40） 

① 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 

・適用期限を３年延長 

・軽減税率を 0.2％（現行：0.15％）に引上げ 

 

② 相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置 

・適用期限を２年延長 

 

(4) 印紙税の改正（大綱 P40,50,51） 

① 特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置 

・適用期限を３年延長 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※文科省資料 

 

 

② 独立行政法人日本学生支援機構法に基づき独立行政法人日本学生支援機構等が行う学

資の支給に係る業務に関する文書で同機構等が作成するもの 

・印紙税を非課税に 
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＜図表＞ 改正の全体像 ※文科省資料 

 

 

③ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を

受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置 

・適用期限を令和７年８月 31 日まで延長 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※厚労省資料 
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(5) 不動産取得税・固定資産税の改正（大綱 P43,45～47） 

① 中小事業者等が認定経営力向上計画に従って行う事業の譲受けにより取得した一定の

不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 

・適用対象に「企業グループ内の法人間で行われる一定の事業の譲受けにより取得した

場合」を追加 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※厚労省資料 

 

 

② 買取再販で扱われる住宅の取得等に係る不動産取得税の特例措置 

・適用期限を２年延長 

 

③ サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制（不動産取得税・固定資産税） 

・適用期限を２年延長 
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＜図表＞ 上記(5)②の改正の全体像 ※国交省資料 

＜図表＞ 上記(5)③の改正の全体像 ※厚労省資料 
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④ 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置 

・適用期限を２年延長 

・マンション管理組合の管理者等から市町村長に必要書類等の提出があり、減額措置の要

件に該当すると認められるときは、そのマンションの区分所有者から減額措置に係る

申告書の提出がなかった場合も、その減額措置を適用することができるよう見直し 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※国交省資料 
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三 法人課税 

１ 防衛特別法人税の創設（大綱 P17,18,96～98） 

日本の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的な財源を確保するという観点から、「防

衛力強化に係る財源確保のための税制措置」について、令和５年度税制改正大綱等の基本

的方向性により検討された結果、今回は法人税とたばこ税が実施される。 

 

法人税 令和８年度から「防衛特別法人税（仮称）」が課される。 

所得税 いわゆる「103 万円の壁」の引上げ等の影響も勘案しながら、引き続き検討 

たばこ税 
加熱式たばこについて、紙巻たばことの間の税負担差を解消するため、令和８年から

課税方式の適正化 

  

【関連法規】新設 

 

《改正の内容》 

・名称：防衛特別法人税（仮称） 

・納税義務者: 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人 

・税額計算：（基準法人税額－基礎控除額 年 500 万円）×4％＝防衛特別法人税額 

※基準法人税額：法人税の計算で通常認められる「所得税額控除、外国税額控除」などを

適用しないで算出した法人税額 

※基礎控除額：年 500 万円の定額控除。通算法人等の場合は、各社の「基準法人税額」の

比率で 500 万円を按分 

・税額控除：外国税額控除、分配時調整外国税相当額の控除、仮装経理に基づく過大申告の

場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除などが認められる。 

 

＜具体例＞ 

【ケース 1-1】中小法人で所得 2,400 万円 

① 800 万円×特例税率 15％＋(2,400 万円－800 万円)×23.2％＝4,912,000 円 

② ①＜基礎控除額 500 万円 

③ 防衛特別法人税０円 

※基礎控除額 500 万円により、所得 2,400 万円程度の中小法人に防衛特別法人税は課税されない。 

 

【ケース 1-2】中小法人で所得 2,500 万円 

① 800 万円×特例税率 15％＋(2,500 万円－800 万円)×23.2％＝5,144,000 円 

② 5,144,000 円－基礎控除額 500 万円＝144,000 円 

③ 144,000 円×４％＝5,760 円→防衛特別法人税 5,700 円（百円未満切捨） 
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【ケース 1-3】中小法人で所得１億円 

① 800 万円×特例税率 15％＋(１億円－800 万円)×23.2％＝22,544,000 円 

② 22,544,000 円－基礎控除額 500 万円＝17,544,000 円 

③ 17,544,000 円×４％＝701,760 円→防衛特別法人税 701,700 円（百円未満切捨） 

 

【ケース 2-1】大法人で所得 2,100 万円 

① 2,100 万円×23.2％＝4,872,000 円 

② ①＜基礎控除額 500 万円 

③ 防衛特別法人税０円 

※基礎控除額 500 万円により、所得 2,100 万円程度の大法人に防衛特別法人税は課税されない。 

 

【ケース 2-2】大法人で所得 2,200 万円 

① 2,200 万円×23.2％＝5,104,000 円 

② 5,104,000 円－基礎控除額 500 万円＝104,000 円 

③ 104,000 円×４％＝4,160 円→防衛特別法人税 4,100 円（百円未満切捨） 

 

【ケース 2-3】大法人で所得１億円 

① １億円×23.2％＝23,200,000 円 

② 23,200,000 円－基礎控除額 500 万円＝18,200,000 円 

③ 18,200,000 円×４％＝728,000 円→防衛特別法人税 728,000 円 

 

＜適用時期等＞ 

・令和 8 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用 

・中間申告：令和 9 年 4 月 1 日以後に開始する課税事業年度から適用 

・欠損金の繰戻し還付：法人税で「欠損金の繰戻し還付」が行われた際には、対応して防衛

特別法人税分も一定の計算式により還付 

 

＜実務ポイント＞ 

■表面的な税率は法人税率(本則)23.2％×4％＝0.928％ 

■さらに「試験研究費の税額控除」や「賃上げ促進税制」などの税額控除は適用「後」の法

人税額が「基準法人税額」となるため、実際の税率はケースバイケースとなる。 

■税効果会計における「実効税率」の算定をどのように行うか、動向を見守る必要がある。  
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２ 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長（大綱 P8,53） 

賃上げや物価高への対応に直面している中小企業の状況を踏まえ、特例税率（15％）の

適用期限が２年延長されるとともに、「極めて所得が高い中小企業等」について税率の

２％引上げが行われる。 

【関連法規】措法 42 の３の２,法法 66 

 

《改正の内容》 

・特例税率（15％）の適用期限を２年延長 

・「所得の金額が年 10 億円を超える事業年度」について、所得の金額のうち年 800 万円以

下の金額に適用される特例税率を 17％（現行：15％）に引上げ 

・特例税率の適用対象法人の範囲からグループ通算制度の適用を受ける「通算法人」を除

外（所得 800 万円以下は本則税率 19％に） 

 

＜図表＞ 法人税率 

普通法人の区分 現 行 改正案 

年 800 万円 

以下の部分 

中小法人 

・資本金１億円以下 

・大法人の完全子会社など 

一定の会社に該当しない 

下記以外の法人 15％ 

前３年度の所得金額の平均額 

が 15 億円以下の法人など 
19％ 

グループ通算法人 

15％ 

19％ 

年所得 10 億円超の事業年度 17％ 

上記以外の普通法人（資本金１億円超など） 23.2% 

年 800 万円超の部分 23.2% 

 

＜実務ポイント＞ 

■大綱では、見直しの対象になる「極めて所得が高い中小企業等」の多数は、後述の「中

小企業経営強化税制の拡充措置」を活用することができ、「特例税率の見直しを大きく

上回るメリットを受けることができる」ことも背景にあると説明している。 

■また、「特例税率が設けられた経緯等を踏まえ、次の適用期限の到来時に改めて検討す

る。」とあるため、２年後の令和９年度税制改正でも利用状況に応じて見直される可能

性がある。 

■国税庁の「会社標本調査」によると、調査対象の約 288 万社のうち資本金１億円以下、

かつ、所得 10 億円超の法人は 3,041 社（0.1％相当）であり、特例税率が 17％になる中

小法人はかなり限定的と言える。 
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＜図表＞ 中小法人の所得分布 ※国税庁「令和 4 年度分 会社標本調査」より抜粋 

 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※経産省資料 

 

  

Sam
ple



56 

 

３ 中小企業投資促進税制の延長（大綱 P8,53,54） 

人手不足や物価高騰が続く中、中小企業のさらなる設備投資を促進するため、中小企業

投資促進税制が 2 年延長される。 

【関連法規】措法 42 の６ 

 

《改正の内容》 

・中小企業投資促進税制は、一定の設備投資を行った場合に、税額控除※（７％）又は特

別償却（30％）の適用を認める措置 

※税額控除は資本金 3,000 万円以下の中小企業者等に限る。 

・適用期限を２年延長 

・「みなし大企業」の判定から一定の法人が農地所有適格法人の発行済株式等の 1/2 超を

保有する場合のその株式を除外 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※経産省資料 
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４ 中小企業経営強化税制の拡充（大綱 P8,54～57） 

・売上高 100 億円超の中小企業は、輸出や海外展開等により域外需要を獲得するととも

に、域内調達により新たな需要を創出する地域の中核となる存在であり、そうした企

業を育成することで、地域経済に好循環を生み出していくことが鍵となる。 

・そのため、売上高 100 億円超を目指す、成長意欲の高い中小企業が思い切った設備投

資を行うことができるよう中小企業経営強化税制（B 類型）が拡充され、対象設備に

「建物」が追加される。 

【関連法規】措法 42 の 12 の４ 

 

《全体像》 

・中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投

資について、即時償却及び税額控除（10％※）のいずれかの適用を認める措置。 

※資本金 3,000 万円超の中小企業者等は７％ 

・中小企業経営強化税制について次の見直しが行われる。 

 (1) 100 億円を目指す中小企業の拡充措置 

(2) 既存の特定経営力向上設備等に関する見直し 

・適用期限を２年延長 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※経産省資料 
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《改正の内容》 

(1) 100 億円を目指す中小企業の拡充措置 

・売上高 100 億円超を目指す中小企業で 

① 年平均の投資利益率が７％以上となる投資計画であること 

② 後述の「経営規模拡大要件」に適合すること 

につき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために

必要不可欠な設備（建物も含む。）が特定経営力向上設備等の対象に追加される。 

 

＜図表＞ 対象設備の比較 

Ｂ類型（既存） Ｂ類型拡充措置※1,2 実務ポイント 

機械装置 160 万円以上 

工具・器具備品 30 万円以上 

附属設備 60 万円以上 

ソフトウェア 70 万円以上 

機械装置 160 万円以上 

工具・器具備品 30 万円以上 

建物・附属設備 1,000 万円以上 

ソフトウェア 70 万円以上 

拡充措置では建物が追加され、

その建物の附属設備が対象に。 

それ以外は既存の措置と同様。 

※1 「医療保健業を行う事業者の設備」や「主として電気販売目的の発電設備」は拡充措置の対象外 

※2 取得価額合計 60 億円までが本制度の対象 

 

＜図表＞ 100 億円企業と税制措置の意義 ※経産省資料 
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＜図表＞ 経営規模拡大要件 

項 目 内 容 実務ポイント 

ロードマップ 

の策定 

売上向上のための施策と設備投資時期を示

した行程表を作成 

具体的な投資スケジュールや目標達成

ステップが明示された計画が必要 

対象企業 

基準事業年度※の売上高が 10 億円超 90 億

円未満 

※経営力向上計画の認定を申請する直前事

業年度 

売上高 10 億円以下は対象外 

事業基盤等の 

整備 

売上高 100 億円超を目指すための事業基

盤・財務基盤・組織基盤が整っていること 

どのように事業基盤等が整っているか

を示すか要確認 

売上高の 

成長目標 

売上高 100 億円超と年平均 10％以上の売

上高成長率を目指す投資計画 

「何年間」で目指すかという要件は大

綱では特に定められていない。 

売上高の 

増加への貢献 
売上高の増加に貢献する導入予定の設備 

売上高の増加に貢献することをどのよ

うに示すか要確認 

最低投資額 

経営力向上計画の認定日から２年以内に導

入予定の設備の取得価額の合計額がＡとＢ

のいずれか高い方の金額以上 

Ａ １億円 

Ｂ 基準事業年度の売上高の５％ 

（例） 

売上高 20 億円以下：１億円以上 

売上高 40 億円：２億円以上 

売上高 60 億円：３億円以上 

売上高 80 億円：４億円以上 
 

建物・附属設備

の新設・増設 

生産性向上に資する設備の導入とあわせて

行う建物・附属設備の新設・増設が必要 
機械装置のみ購入する計画は不可 

給与等支給額 

の増加 

投資計画の計画期間中における給与等の支

給額を増加 

下記の「拡充措置による優遇措置」の

賃上げ率と連動すると考えられる。 

その他 
他にも売上高 100 億円超を目指すために必

要な要件を満たすこと 
大綱では不明なため、詳細を要確認 

 

・拡充措置による優遇措置は、次のとおり 

優遇措置 Ｂ類型（既存） 

Ｂ類型拡充措置 

その他 
建物・附属設備 

賃上げ５%以上 賃上げ 2.5%以上 

特別償却 即時償却（100％） 25％ 15％ 

税額控除 ７％（資本金 3,000 万円以下：10％） ２％ １％ 
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＜実務ポイント＞ 

■Ｂ類型の拡充措置の建物・附属設備は 2.5％以上の賃上げを前提としているため、2.5％未

満の場合は建物・附属設備について特別償却・税額控除が適用できない。 

■拡充措置の機械装置・工具器具備品・ソフトウェアは、既存の措置と同様に賃上げの要件

はない。 

■拡充措置は大臣の確認を受けると計画期間中に「中小企業投資促進税制」と「少額減価償

却資産（30 万円未満）の特例」が適用できないため、申請前にメリット・デメリットを

踏まえて判断が必要 

 

 (2) 既存の特定経営力向上設備等に関する見直し 

① 既存の制度について、特定経営力向上設備等の要件が次のとおり見直される。 

類 型 改正の内容 

Ａ類型（生産性向上設備） 

「旧モデル比１％以上の経営力向上」の評価指標について、「単位

時間当たり生産量」、「歩留まり率」、「投入コスト削減率」のいずれ

かにより評価 

Ｂ類型（収益力強化設備） 
投資利益率が年平均５％以上の投資計画に係る設備 

→年平均７％以上に引上げ 

Ｃ類型（デジタル化設備） 対象外に 

Ｄ類型（経営資源集約化設備） 改正なし 

 

② 「暗号資産マイニング業の用に供する設備」を除外（現行：主要な事業として暗号資産

マイニング業を行う場合等は対象） 

 

＜実務ポイント＞ 

■「C 類型（デジタル化設備）」は令和２年度にテレワーク等のために「新型コロナウイル

ス感染症緊急経済対策における税制上の措置」として臨時的に追加された類型だが、そ

の役割を果たしたものとして除外されると考えられる。 

 

(3) その他 

・食品等事業者がワンストップで中小企業経営強化税制を利用できるよう、食品等流通法

の改正を前提に、経営力向上計画の認定があったものとみなされる「持続的供給事業活

動計画（仮称）」に記載された経営力向上設備等を本税制の対象に追加 

・「みなし大企業」の判定から一定の法人が農地所有適格法人の発行済株式等の 1/2 超を

保有する場合のその株式を除外 
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５ 中小企業防災・減災投資促進税制の延長（大綱 P67,68） 

近年、能登半島地震をはじめ大規模な災害が多発する中、中小企業における防災・減災能

力の強化が一層重要性を増しているため、中小企業防災・減災投資促進税制の適用期限が

２年延長される。 

【関連法規】措法 44 の２ 

 

《改正の内容》 

・適用期限を 2 年延長 

・「感染症の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する減価償却資産（サー

モグラフィ装置）」を対象資産から除外 

 ※サーモグラフィ装置は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて令和３年度税制改正で臨時的に追

加されたが、その役割を果たしたものとして除外されると考えられる。 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※経産省資料 
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＜図表＞ 事業継続力強化計画 ※経産省資料 

 

 

 

６ 地域未来投資促進税制の拡充（大綱 P8,9,57～59） 

地域の特性や魅力を生かした地域社会の創出に向け、地域未来投資促進税制について

は、各地方自治体が設定する重点分野への設備投資を後押しするため、「高成長投資

枠」に対する新たな類型の追加等を行われた上で、適用期限が３年延長される。 

【関連法規】措法 42 の 11 の２ 

 

《改正の内容》 

・適用期限を３年延長 

・次の(1)～(3)の見直しが行われる。 

 

(1) 通常枠の特別償却率の引下げ 

対象資産 類 型 特別償却 税額控除 

機械装置 

器具備品 

通常枠 ※サプライチェーン類型は廃止 35％（現行 40％） ４％ 

上乗せＡ類型・Ｂ類型 ※新類型を追加 
50％ 

５％ 

上乗せＣ類型（中堅企業枠） ６％ 

建物、附属設備、構築物 20％ ２％ 

Sam
ple



63 

 

(2) 「通常枠」の要件の見直し 

・通常枠（特別償却 35％・税額控除５％）について、主務大臣の確認要件が見直され、設

備投資額・規模に関する要件が厳しくなる。 

通常枠 現 行 改正案 

要件① 

先進性評価委員会により、先進性を有すると認

められること（労働生産性の伸び率又は投資収

益率が一定水準以上の確認が必要） 

運用上、確認不要に 

要件② 設備投資額 2,000 万円以上 １億円以上に引上げ 

要件③ 設備投資額が前年度減価償却費の 20％以上 25％以上に引上げ 

要件④ 
売上高の伸び率が０を上回り、かつ、過去５年度の対象事業に係る市場規模の伸び率より

５％以上高いこと 

要件⑤ 旧計画が終了しており、その労働生産性の伸び率４％以上、かつ、投資収益率５％以上 

要件⑥ ― 
労働生産性の伸び率又は投資収益率の

見込みが一定水準以上 

 

(3) 上乗せ要件の見直し 

・上乗せ要件（特別償却 50％・税額控除５％）が見直され、「高成長投資枠」に対する新し

い類型が追加される。 

上乗せ 現 行 改正案 

要件① 労働生産性の伸び率５％（中小企業者は４％）以上、かつ、投資収益率５％以上 

要件② 

※右の 

いずれか 

Ａ類型 
直近事業年度の付加価値額増加率が

８％以上 

直近事業年度の付加価値額増加率が８％

以上、かつ、付加価値額の創出見込みが１

億円以上 

Ｂ類型 

直近２事業年度の平均付加価値額

50 億円以上、かつ、３億円以上の付

加価値額を創出すること 

（改正なし） 

新類型 ― 

次の要件を満たすもの 

・付加価値額の創出見込みが１億円以上 

・自治体が指定する地域の経済発展・成長

に特に資する分野に該当する事業 

・設備投資額が 10 億円以上 

・労働生産性の伸び率と投資収益率の見

込みが一定水準以上 
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＜図表＞ 改正の全体像 ※経産省資料 

 

＜図表＞ 改正の背景 ※経産省資料 
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７ 企業版ふるさと納税制度の延長（大綱 P59～62） 

・地方への資金の流れの創出・拡大や地方への人材還流を促す地方創生応援税制（企業

版ふるさと納税）の適用期限が３年延長される。 

・一方、地域再生計画の認定が取り消される不適切事案も発生していることを踏まえ、

寄附活用事業に係る執行上のチェック機能の強化や活用状況の透明化等の制度の健全

な発展に向けて必要な見直しが行われる。 

【関連法規】地方税法附則８の２の２,９の２の２,措法 42 の 12 の２ 

 

《改正の内容》 

・適用期限を３年延長 

・不適切事案に対応するため、制度改善策が設けられる。 

イ 認定地方公共団体が寄附活用事業を適切に実施していることの確認書面の提出義務 

ロ 寄附活用事業に係る契約等が一定の場合に該当するときは寄附法人名の報告・公表 

ハ 認定取消しを受けた地方公共団体は２年間の再認定不可 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※内閣府資料 
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＜図表＞ 制度改善策と寄附活用事業の実態調査 ※内閣府資料 
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８ 非適格合併等に係る調整勘定の金額の算定方法の適正化（大綱 P62） 

非適格合併等で資産・負債を移転する際、受け手企業の帳簿には「調整勘定（いわゆるの

れんや負ののれんに相当するもの）」が計上される場合があるが、調整勘定の算定方法が

不透明な部分があった。これを受け、「調整勘定」の算定方法が明確化される。 

【関連法規】法法 62 の８,法令 123 の 10,法規 27 の 16 

 

《改正の内容》 

(1) 調整勘定の算定方法の明確化 

法令上、不透明な部分 改正案 

適正な資産評定で「のれん」を認識することによって支払対

価がゼロであるケースについても、支払対価が時価純資産を

超えていないことから、資産調整勘定の金額の算定ができる

か不明確（回避のためにあえて「１円」の支払対価を設定し

ているケースもある） 

一定の資産評定により移転を受ける資

産・負債の価値が等しくなる場合等にお

いてその対価がないときの調整勘定の

算定方法を明確 

 

＜図表＞ 移転資産と移転負債の価値が同額の場合 

 

 

(2) 処理方法の適正化 

法令上、不整合な部分 改正案 

「対価省略型」の非適格合併等によって、資産超過であ

りかつ一定の資産評定を行っていないときは、増加資本

金額が発生せずに「差額負債調整勘定」が計上されるが、

資産評定を行っているケースと比較して不整合 

いわゆる対価省略型の非適格合併等が行われ

た場合において移転を受ける資産等が資産超

過であり、かつ、一定の資産評定を行ってい

ないとき等における処理の方法を適正化 

 

  

資産 

負債 

のれん 

移
転
資
産
の
価
値 

【現 行】 

移転資産と移転負債の価値が同額の場合、 

資産調整勘定を算定できるか法令上不明確 

※実務上、１円の対価を支払うケースも 

 

【改正案】 

上記の場合の資産調整勘定の算定方法を明確化 Sam
ple
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＜図表＞ 対価省略型の非適格合併等の処理方法 

 

 

＜実務ポイント＞ 

■具体的なルール変更の内容は大綱では明確になっていないため、確認が必要 

■現行の条文は、支払対価が「１円」でもないと時価純資産価額を超えずに、資産調整勘定

が認識できないように解釈されてしまう条文であった。 

 

《参考条文》 

法人税法第 62 条の 8（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等） 

内国法人が非適格合併等（適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該

当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）により当

該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人（以

下この条において「被合併法人等」という。）から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該

内国法人が当該非適格合併等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産（適格合併に該当

しない合併にあつては、第 62 条第１項（合併及び分割による資産等の時価による譲渡）に規定する新株等）の価額

の合計額（当該非適格合併等において当該被合併法人等から支出を受けた第 37 条第７項（寄附金の損金不算入）

に規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当該被合併法人等に対して支出をした同項に規定する寄附金の額に相

当する金額を除く。第３項において「非適格合併等対価額」という。）が当該移転を受けた資産及び負債の

時価純資産価額（当該資産（営業権にあつては、政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。）の取得

価額（第 61 条の 11 第７項（完全支配関係がある法人の間の取引の損益）の規定の適用がある場合には、同項の規定

の適用がないものとした場合の取得価額。以下この項において同じ。）の合計額から当該負債の額（次項に規定する

負債調整勘定の金額を含む。以下この項において同じ。）の合計額を控除した金額をいう。第３項において同じ。）を

超えるときは、その超える部分の金額（当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満たない

場合には、その満たない部分の金額を加算した金額）のうち政令で定める部分の金額は、資産調整勘

定の金額とする。 

  

資産 

負債 

【現 行】 

法令上、左図のように資産超過で一定の資産評定

を行っていない場合、差額負債調整勘定が発生 

※行っている場合は「資本金等の額」で不整合 

 

【改正案】 

処理方法を適正化 
※一定の資産評定を行っていない 

移転資産等 
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９ リース会計基準の変更に伴うリース税制の見直し（大綱 P74,77,80,81） 

・令和６年９月 13 日に企業会計基準委員会（ASBJ）から「新リース会計基準※」が公表

され、令和９年４月１日以後に開始する事業年度から適用されることに伴い、リース税

制の見直しが行われる。 

・新リース会計基準では「オペレーティング・リース」の賃貸借処理が廃止されるが、税

制上は引き続き「賃貸借」として扱うため、新リース会計基準を適用する場合、税務調

整が必要となる。一方、中小企業のように会計上、賃貸借処理を採用する場合、税務調

整は不要である。 

※企業会計基準第 34 号「リースに関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第 33 号「リースに関す

る会計基準の適用指針」 

【関連法規】法法 63,64 の２,法令 124,所法 65,67 の 2,所令 188,消法 16,消令 31,32 の 2,36 の 2 他 

 

《借手側の新リース会計基準と税制改正の概要》 

 

〇会計基準 借手の処理 

区 分 現行リース会計基準 新リース会計基準 

オペレーティング・ 

リース 

‐支払リース料を費用として計上 

‐貸借対照表にはリース資産およびリー

ス債務を計上しない（オフバランス） 
‐使用権資産とリース負債を貸借対

照表に計上（オンバランス） 

‐リース期間にわたり、減価償却費

と支払利息を計上 
ファイナンス・ 

リース 

‐リース資産とリース債務を貸借対照表

に計上（オンバランス） 

‐リース期間にわたり、減価償却費と支

払利息を計上 

 

〇税制 借手の処理 

区 分 現 行 改正案 

オペレーティング・ 

リース 

‐通常の賃貸借取引 

‐外形標準課税の付加価値割の対象 

‐通常の賃貸借取引がベース 

‐債務確定の考え方 ⇒ 改正(1) 

‐変わらずに外形標準課税の付加価

値割の対象 ⇒ 改正(4) 

ファイナンス・ 

リース 

＝税法のリース取引 

‐減価償却資産として減価償却 

‐所有権移転は通常の償却方法 

‐所有権移転外は残価保証額を除く 

リース期間定額法 

‐減価償却資産として減価償却 

‐所有権移転は通常の償却方法 

‐所有権移転外は残価保証額も含む

リース期間定額法 ⇒ 改正(3) 
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《貸手側の新リース会計基準と税制改正の概要》 

 

〇会計基準 貸手の処理 

区 分 現行リース会計基準 新リース会計基準 

オペレーティング・ 

リース 

‐リース資産を貸借対照表に計上し、減価償却費を計上 

‐リース料を収益として認識（通常の賃貸） 

ファイナンス・ 

リース 

‐第１法：リース取引開始日に計上 

‐第２法：リース料受取時に計上 

‐第３法：売上高を計上せずに利息相

当額を各期へ配分 

‐製造・販売を事業とする：第１法 

‐製造・販売以外を事業とする：第３法 

‐実質的に「第２法（リース料受取時に

計上する方法）」を廃止 

 

〇税制 貸手の処理 

区 分 現 行 改正案 

オペレーティング・ 

リース 

‐通常の賃貸借取引 

‐リース資産は通常の減価償却 

‐主要な事業以外は少額資産特例が使えない 

ファイナンス・ 

リース 

＝税法のリース取引 

‐売買取引 

‐延払基準の特例あり 

‐売買取引 

‐延払基準を廃止 ⇒ 改正(2) 

 

《改正の内容》 

(1) オペレーティング・リース取引の損金算入時期の明確化 

・対象：オペレーティング・リース取引の「借手」 

・改正内容：リース契約に基づき法人が支払う金額のうち、その事業年度において「債務が

確定した部分」の金額を、その確定日の属する事業年度の損金に算入する。 

・以下の費用は除外 

イ 売上原価や工事原価に算入すべき費用 

ロ 固定資産取得価額に含めるべき費用 

ハ 繰延資産となる費用 

 

(2) リース譲渡に係る収益・費用の帰属事業年度特例の廃止 

・対象：ファイナンス・リース取引の「貸手」 

・現行制度：リース取引（ファイナンス・リース）における貸手側の処理として、延払基準

により収益・費用を繰延で計上できる仕組みがあった。 

・改正内容：この特例を廃止し、原則どおり譲渡時点において収益・費用を計上するルール

へ統一。消費税も同様。新リース会計基準の第２法廃止に合わせた改正。 
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・法人税法の経過措置 

対 象 経過措置 

イ 令和７年４月１日より前に行ったリース譲渡で、 

令和９年３月 31 日以前に開始する事業年度分まで 

従来の延払基準を選択可（ただし「利息相

当額のみの延払」など制限あり） 

ロ 令和７年４月１日から令和９年３月 31 日までの間

に延払基準の適用をやめた場合 
繰延リース利益額を５年均等で収益計上 

 

・消費税法の経過措置 

対 象 経過措置 

イ 令和７年４月１日より前に行ったリース譲渡で、 

令和 12 年３月 31 日以前に開始する事業年度分まで 
従来の延払基準を選択可 

ロ 延払基準の適用をやめた場合 賦払金の残金を 10 年均等で課税認識 

 

(3) 所有権移転外リースの減価償却方法の見直し 

・対象：ファイナンス・リース取引の「借手」 

・対象取引：令和９年４月１日以後に締結された所有権移転外リース取引に係る契約 

・現行制度：リース期間定額法の計算は、残価保証額を差し引いた金額をベースに定額償却。 

償却限度額＝ 
（リース資産の取得価額－残価保証額） 

リース期間の月数 
×その事業年度のリース期間の月数 

 

・改正内容：リース期間定額法の計算において、リース資産の「残価保証額」を取得価額か

ら控除せず、リース期間満了時に１円（備忘価額）まで償却できるようにする。 

償却限度額＝ 
   リース資産の取得価額    

リース期間の月数 
×その事業年度のリース期間の月数 

 

・経過措置 

対 象 経過措置 

令和９年３月 31 日までに締結された契約で、 

取得価額に残価保証額が含まれるリース資産 

令和７年４月１日以後開始事業年度に新しいリース

期間定額法による償却方法が認められる 

 

(4) 法人事業税の付加価値割に関する整理 

・対象：オペレーティング・リース取引の「借手」 

・対象取引：オペレーティング・リース取引による土地・家屋の賃貸借 

・措置：事業税の付加価値割を計算する際、法人が契約に基づき支払う金額のうち、法人税

の所得計算上「損金の額」に算入される部分については、その算入された事業年度

の支払賃借料として扱う。 
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＜実務ポイント＞ 

■税制上で「リース取引」の定義は、ファイナンス・リース取引と同義だが、今回は定義自

体の改正はないため、税務上は引き続き「オペレーティング・リース」と「ファイナンス・

リース」を分けて判断をする。オペレーティング・リースはあくまで賃貸借取引。 

■オペレーティング・リース取引が債務確定基準で損金算入がされることによって、節税策

として悪用がされないか。（私見だが、その場合には繰延資産として損金算入を繰り延べ

る整理がされることも想定される） 

■会計と税務で処理が一致しない部分を把握することが重要。少なくとも利息法で減価償

却を行うと、通常の賃料よりも費用計上額が多くなるため税務調整が必要と思われる。 

■私見だが、フリーレント期間と解約不能期間は債務確定額と考えて、１年を超えるケース

については、税務上の繰延資産として整理をするのではないかと考える。 

■会計上のリース期間の考え方と税務上のズレが生じる可能性が高いと考えられる。また、

税務上の債務確定額・期間の考え方については、通達等で詳細が明らかになると思われる

ため情報のキャッチアップが必要。 

 

＜図表＞ リース期間の考え方 

 

 

  

フリー
レント
期間

解約不能期間
行使しないことが合
理的に確実な解約オ

プション期間

行使することが合理
的に確実な延長オプ

ション期間

会計上のリース期間
税務上の債務確定額は？繰延資産？

契約期間
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10 その他の改正 

(1) 再資源化事業等高度化設備の特別償却（大綱 P63） 

・再資源化事業等高度化設備について、関連法の施行日から令和 10 年３月 31 日までの

間に取得等をし、事業供用した場合には、取得価額の 35％の特別償却ができる。 

・対象設備（取得価額要件） 

機械装置 2,000 万円以上 

器具備品 200 万円以上 

※対象資産の取得価額の合計額のうち本制度の対象は 20 億円を限度 

 

(2) 医療用機器等の特別償却制度（大綱 P68） 

・対象機器の見直しを行った上で、適用期限を 2 年延長（令和９年３月 31 日まで） 

制 度 特別償却率 

① 医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機械等の特別償却制度 取得価格×15％ 

② 地域医療構想の実現のための病床再編等の促進のための特別償却制度 取得価格×８％ 

③ 500 万円以上の高額な医療用機器に係る特別償却制度 取得価格×12％ 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※厚労省資料 
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(3) 通算法人の行った株式分配に係るみなし配当の額の計算の見直し（大綱 P72～74） 

・グループ通算制度の適用法人による完全子会社の税制適格スピンオフにおいて、親会社

株主が受け取る完全子会社株式の取得価額の算定に必要な「分配資産割合」を、完全子

会社のグループ通算制度離脱に伴う投資簿価修正を踏まえた帳簿価額で算出した場合で

も、その計算がスピンオフ実行に間に合うよう見直される。 

・具体的には、「前期期末時」に投資簿価修正を行ったものとして計算した金額（簿価修

正相当額）を分母・分子で加減算して調整する。 

 

＜図表＞ 通算法人とスピンオフ ※日本証券業協会他「令和７年度税制改正に関する要望 説明資料」 

 

  

 

(4) その他（大綱 P67） 

・次の制度は適用期限の到来をもって廃止 

① ５Ｇ投資促進税制（認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償

却・税額控除制度） 

② ＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制 
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四 消費課税 

１ 外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し（大綱 P15,16,77～79） 

(1) 免税制度の不正利用を排除し、免税店が不正の排除のために負担を負うことのない

制度とするため、「リファンド方式」への見直しが行われる。 

(2) 外国人旅行者の利便性向上や免税店の事務負担軽減の観点から、現行の免税対象物

品の範囲や免税販売手続の見直しも行われる。 

【関連法規】消法８ 

 

《改正の内容》 

(1) リファンド方式の導入（免税方式の見直し） 

・出国時に持出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、確認後に免税店から外

国人旅行者に消費税相当額を返金する仕組み（リファンド方式）に見直される。 

・具体的には、税関長は確認後、免税店に対し、購入記録情報ごとに「免税販売管理システ

ム（国税庁）」を通じて「税関確認情報」を提供し、その情報をもとに免税店は返金する。 

・外国人旅行者は、購入から 90 日以内に税関の持出し確認を受けなければならない。 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※国交省資料 
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(2) 免税販売物品の範囲の見直し 

項 目 改正案 

① 同一店舗一日当たりの購入上限額 50 万円 廃止（消費拡大に期待） 

② 特殊包装 
廃止（免税店の事務負担軽減） 

③ 一般物品と消耗品の区分 

④ 免税販売の対象外とされている「通常生活の用に供

しないものの要件」 
廃止（免税店の税務リスクから解放） 

⑤ 金地金等、不正目的で購入されるおそれが高い物品 免税販売の対象外として個別に定める 

 

(3) 免税販売手続の見直し 

項 目 改正案 

① 税抜き 100 万円以上の免税対象物品 

（例：高級時計、ブランド品） 

すり替え防止のためシリアルナンバー等の情

報も国税庁に提供 

② 免税店から直接国外へ配送する「配送」の取扱い 引き続き免税可能に 

③ 免税店で購入した免税対象物品を別途国外へ配送 

する「別送」の取扱い 
不正利用が多いため廃止 

 

＜適用時期＞ 

・令和 8 年 11 月１日以後に適用 

・上記(3)③の「別送」の取扱いは不正利用が特に多いため、先行して令和７年３月 31 日で

廃止 

 

＜実務ポイント＞ 

■免税店としては、一度課税売上で処理をした上で、出国時＝免税販売成立後に調整処理が

必要になると考えられるが、詳細は確認が必要 
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五 国際課税 

１ グローバル・ミニマム課税への対応（大綱 P14,83～94） 

グローバル・ミニマム課税については、日本企業の国際競争力の維持・向上につながるも

のであり、令和７年度税制改正においても国際合意に則り、「軽課税所得ルール」と「国

内ミニマム課税」の法制化が行われる。 

【関連法規】新設 

 

《改正の内容》 

・グローバル・ミニマム課税は所得合算ルール（IIR）、軽課税所得ルール（UTPR）、国内ミ

ニマム課税（QDMTT）の３つの制度からなる。 

・令和５年度税制改正で「所得合算ルール（IIR）」が導入されたが、今回、残りの「軽課税

所得ルール（UTPR）」と「国内ミニマム課税（QDMTT）」も導入される。 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※経産省資料 
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＜図表＞ 改正の背景 ※経産省資料 

 

 

 

２ 外国子会社合算税制の見直し（大綱 P14,15,94,95） 

「グローバル・ミニマム課税」の導入により対象企業に追加的な事務負担が生じること等

を踏まえ、事務負担軽減のための見直しが行われる。 

【関連法規】措法 66 の６～66 の９ 

 

《改正の内容》 

（1）合算課税対象金額の算入時期の変更 

・企業の事務負担を軽減するため、外国関係会社の合算課税対象金額の算入時期が次のとお

り見直される。 

現 行 改正案 

外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から 

２月を経過する日を含む内国法人（親会社） 

の事業年度に合算 

外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から 

４月を経過する日を含む内国法人（親会社） 

の事業年度に合算 
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【ケース１】日本親会社 3 月決算、外国関係会社 12 月決算 

 現 行 改正案 

外国関係会社の 

2025 年 12 月期 

2025 年 12 月 31 日の 

翌日(2026 年 1 月 1 日)から 

２月を経過する日(2026 年２月 28 日) 

を含む日本親会社の事業年度 

→2026 年３月期に合算 

2025 年 12 月 31 日の 

翌日(2026 年 1 月 1 日)から 

４月を経過する日(2026 年４月 30 日) 

を含む日本親会社の事業年度 

→2027 年３月期に合算 

→合算年度が 1 年ずれて時間的余裕が生じる。 

 

＜図表＞ ケース１の場合 

 

 

【ケース２】日本親会社 12 月決算、外国関係会社 12 月決算 

 現 行 改正案 

外国関係会社の 

2026 年 12 月期 

2026 年 12 月 31 日の 

翌日(2027 年 1 月 1 日)から 

２月を経過する日(2027 年２月 28 日) 

を含む親会社の事業年度 

→2027 年 12 月期に合算 

2026 年 12 月 31 日の 

翌日(2027 年 1 月 1 日)から 

４月を経過する日(2027 年４月 30 日) 

を含む親会社の事業年度 

→2027 年 12 月期に合算 

→改正の影響なし（もともと時間的余裕があるため） 

 

＜図表＞ ケース２の場合 

 

 

親会社 

子会社 

2026 年３月期 2027 年３月期 

2025 年 12 月期 ２月後 ４月後 

合算 

親会社 

子会社 

2027 年 12 月期 

2026 年 12 月期 ２月後 ４月後 

合算 
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（2）申告書添付書類の範囲の縮小 

現 行 改正案 

①貸借対照表・損益計算書 

②株主資本等変動計算書・損益金の処分に関する計算書 

③貸借対照表・損益計算書に係る勘定科目内訳明細書 

④本店所在地国の法人所得税の申告 など 

諸外国では作成が 

義務付けられていない 

②と③を除外 

 

＜適用時期＞ 

 ① 原則 

・上記(1)と(2)の改正は、内国法人（親会社）の令和７年(2025 年)４月１日「以後」に開始

する事業年度に係る外国関係会社の課税対象金額等（その外国関係会社の同年２月１日

以後に終了する事業年度に係るものに限る。）について適用される。 

 

② 経過措置 

・内国法人（親会社）の令和７年(2025 年)４月１日「前」に開始した事業年度に係る外国

関係会社の課税対象金額等（その外国関係会社の令和６年(2024 年)12 月１日から令和７

年(2025 年)１月 31 日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。）について、「外国

関係会社の事業年度終了の日の翌日から４月を経過する日」を含む内国法人（親会社）の

令和７年(2025 年)４月１日「以後」に開始する事業年度において適用可能 

 

【ケース１の適用時期】日本親会社 3 月決算、外国関係会社 12 月決算 

外国関係会社の 2024 年 12 月期(※1) 外国関係会社の 2025 年 12 月期(※2) 

現 行 ②経過措置(早期適用) ①原則 

日本親会社の 

2025 年３月期に合算 

日本親会社の 

2026 年３月期に合算可能 

日本親会社の 

2027 年３月期に合算 

※1：2024 年 12 月１日から 2025 年１月 31 日までの間に終了する事業年度（2024 年 12 月期,2025 年１月期） 

※2：2025 年２月１日以後に終了する事業年度（2025 年２月期～） 

 

＜図表＞ ケース１の経過措置 

 

親会社 

子会社 

2025 年３月期 2026 年３月期 

2024 年 12 月期 ２月後 ４月後 

合算 
早期適用可能 
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＜実務ポイント＞ 

■上記のとおり、「日本親会社３月決算、外国関係会社 12 月決算（ケース１）」の組み合わ

せにとって影響が大きい改正となっている。 

■外国関係会社の「2024 年 12 月期」は、日本親会社が３月決算の場合、「2025 年３月期

（現行どおり）」又は「2026 年３月期（経過措置で早期適用）」を選択できるが、選択す

る際の具体的な手続を要確認。 

 

＜図表＞ 改正の全体像 ※経産省資料 
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六 納税環境整備 

１ 電子帳簿等保存制度の見直し（大綱 P18,100～103） 

取引に係るやり取りから会計・税務までのデジタル化に対応する観点から、電子取引デー

タに関連する重加算税の加重を適用しない措置が講じられる。 

【関連法規】電子帳簿保存法 

 

《改正の内容》 

(1) 重加算税の加重措置の対象外 

・次の要件を満たす電子取引データに関する隠ぺい・仮装行為は、重加算税の 10％加重措

置の適用対象から除外（事前に届出書の提出が必要） 

項 目 内 容 

改ざん防止の確保 
データの送受信・保存を行う際に、訂正・削除の履歴が残る（又は訂正・削除が

不能な）システムを使用する。 

記帳の適正性確保 
金額の訂正・削除を行ったら、その事実を帳簿に記録できる（又は訂正・削除が

不能な）システムを使用する。 

相互関連性確保 電子取引データと電子帳簿との関連性を相互に確認できるようにしておく。 

 

(2) 青色申告特別控除 

・65 万円控除の要件に上記(1)のようなシステムを用いる場合が追加される。 

現 行 改正案 

①優良な電子帳簿の保存 

②電子申告 

 

①優良な電子帳簿の保存 

②電子申告 

③上記(1)のシステムを使用し、一定の要件を満たす場合 

 

＜適用時期＞ 

・重加算税関連：令和 9 年 1 月 1 日以後に期限が到来する国税から適用 

・青色申告特別控除の要件緩和：令和 9 年分以後の所得税から適用 

 

＜実務ポイント＞ 

■10％加重措置を回避するための措置であり、実務的な影響はほとんどないと考える。 

■65 万円控除も電子申告で要件を満たすので、現実的なメリットはないと考えられる。 
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２ その他の改正 

(1) 納税通知書等に係る eLTAX 経由での送付（大綱 P102,103） 

・次の税目の納税通知書等について、eLTAX を経由して電子的に「副本」が送付できるよ

う措置される。 

対象税目 通知の範囲 適用時期 

・固定資産税 

・都市計画税 

・自動車税種別割 

・軽自動車税種別割 

・納税通知書 

・課税明細書 

・更正決定通知書 

・税額変更通知書 

法人：令和９年４月１日以後 

個人：令和 10 年４月１日以後 

 

(2) e-Tax の利便性の向上（大綱 P103,104） 

・e-Tax の入力送信方式に対応していない「申請書面等」や「添付書面等」の提出は、スキ

ャナによる読取り等により作成した「イメージデータ」の送信で行うことができるが、e-

Tax の利便性向上のため、次のとおり見直される。 

項 目 現 行 改正案 

読取り要件 
カラー 

※赤色・緑色・青色が 256 階調以上 

グレースケールも可 

※白から黒色までが 256 階調以上 

ファイル形式 PDF 形式 
JPEG（JPG）形式も可 

※令和 10 年１月１日以後 
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七 次年度以降に検討する事項 

１ 在職老齢年金制度の見直しに伴う控除上限【年金制度改革】（大綱 P11,12） 

《改正の背景》 

・年金課税については、給与所得控除と公的年金等控除の両方の適用により、同じ収入額で

も「給与収入のみの者」と「給与収入と公的年金等を有する者」の間で税負担が異なるこ

とについて、公平性の観点から指摘がなされてきた。 

・年金制度改革の中で在職老齢年金制度の見直しが検討されているが、「在職老齢年金支給

停止調整額の引上げ」が行われると、給与収入を得つつより多くの年金を受け取る者が増

えることが想定され、税負担の公平性の問題がより大きく顕在化する。 

 

《改正の内容(検討段階)》 

・在職老齢年金制度の見直しが行われた場合に、「公的年金収入が増加する者」にはその年

金収入の増加とあわせて手取りが減少しない範囲で、また、「見直しによって年金収入に

変化がない者」については影響が生じない形で、税負担額の調整を行うこととされた。 

改正案 今後の予定 

給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限を 280 万円に 令和８年度税制改正で法制化 

 

＜図表＞ 在職老齢年金制度の概要 ※厚労省「第 21 回資料（2024 年 11 月 25 日）」 
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＜図表＞ 在職老齢年金制度の見直しの方向性 ※厚労省「第 21 回資料（2024 年 11 月 25 日）」 

 

＜図表＞ 控除額のイメージ ※政府税調「説明資料（令和６年 11 月 15 日）」に一部加筆 

 

Sam
ple



86 

 

２ 人的控除をはじめとする各種控除の見直し（大綱 P12） 

・「高校生年代の扶養控除」と「ひとり親控除」は令和 7 年度税制改正で見直される予定だ

ったが、「103 万円の壁」の議論が優先され、今回は先送りされた。 

令和８年分の所得税 令和９年分以後の予定 

高校生年代の扶養控除と 

ひとり親控除は 

現行制度を維持 

・児童手当をはじめとする子育て関連施策との関係 

・所得税の所得再分配機能等の観点 

・令和６年度税制改正大綱で示した考え方 

を踏まえつつ、令和８年度以降の税制改正で、各種控除のあり方の

一環として検討し、結論を得ることとされた。 

 

３ 暗号資産取引に係る課税の見直し（大綱 P106） 

・国民民主党から暗号資産取引について「雑所得（総合課税、最大 55％）」から「申告分離

課税（20％）」に変更する要望を受けたことなどから、大綱の検討事項に追加された。 

見直しの検討の前提 

・一定の暗号資産を広く国民の資産形成に資する金融商品として業法の中で位置づけ 

・上場株式等と同等の投資家保護のための説明義務や適合性等の規制などの必要な法整備 

・取引業者等による取引内容の税務当局への報告義務の整備等 

 

＜図表＞ 金融庁の税制改正要望と大綱の検討事項 ※金融庁資料 
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４ 通勤手当の非課税限度額の見直し（大綱 P5） 

・エネルギー価格が上昇する中、人事院による新たな自動車通勤の通勤手当の調査が行われ

る際には、「通勤手当の非課税限度額について、迅速に見直しを行う」とされた。 

 

５ 道府県民税利子割の税収帰属の適正化（大綱 P9,10） 

・東京一極集中が続く中、住所地課税の例外となっている道府県民税利子割について、ある

べき税収帰属との乖離が拡大しているため、次のように検討される。 

現行制度の問題点 今後の予定 

利子割は金融機関の営業所がある都道府県に入る

が、営業所を持たない「インターネット銀行」は

本店のある「東京都」への納税が多く、住所地以

外へ税収が流出している。 

金融機関等の事務負担に配慮し、地方公共団体の

意見を踏まえつつ、税収帰属の適正化のための抜

本的な方策を検討し、令和８年度税制改正で結論

を得ることとされた。 

 

６ 国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化（大綱 P16） 

・国外事業者による消費税の無申告や少額輸入貨物に対する免税により、適正な課税や国内

外の事業者間の競争上の公平性の確保に課題が生じているため、諸外国を参考に国境を

越えた電子商取引に係る適正な消費課税のあり方について検討を行うこととされた。 

 

＜図表＞ 国境を越えた EC 取引 ※政府税調「説明資料（令和６年 11 月 13 日）」 
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７ 車体課税の見直し（大綱 P17） 

・車体課税については、大綱ではカーボンニュートラルの実現に積極的に貢献するものとす

べく、国・地方の税収中立の下で、取得時における負担軽減等課税のあり方を見直すとと

もに、自動車の重量・環境性能に応じた保有時の公平・中立・簡素な税負担のあり方等に

ついて、関係者の意見を聴取しつつ検討し、令和８年度税制改正で結論を得ることとされ

た。 

 

＜図表＞ ※経産省資料 

 

 

・また、令和 6 年 12 月 11 日の与党と国民民主党の３党の幹事長間で「いわゆる「ガソリ

ンの暫定税率」は、廃止する。」と合意されたが、今回の改正では見送られ、令和 8 年度

税制改正で「車体課税」の見直しとともに検討が行われると予想される。 
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免責事項 

 

当シートに記載している事項は、令和７年１月１４日時点の法律、法令等に基づき、 税

制改正大綱に関する基本的な検討事項をまとめたものであり、一般的なガイダンスに限

定されています。 法律の適用及びその影響は特定の事実関係によって大きく異なる場合

があるため、当シートは、個々のケースに関する専門的なアドバイスを提供するものでは

ありません。   

 

当シートの作成に当たっては細心の注意を払っておりますが、 株式会社ＫＡＣＨＩＥ

Ｌおよびアンパサンド税理士法人は、記載内容の誤り、情報の欠落等、当シートの内容及

びその使用に起因して生じる結果について一切の責任を負わないものとします。 

  

当シートに記載した事項は、上記時点の情報を元にしており、 株式会社ＫＡＣＨＩＥ

Ｌおよびアンパサンド税理士法人は、時間の経過により情報が不完全または不正確にな

った場合であっても、当シートの内容及びその使用に起因して生じる結果について一切

の責任を負わないものとします。 

 

  また、当シートの内容に関して、明示されているか否かにかかわらず、いかなる保証も

いたしません。これには、業務遂行、商品性、特定の目的への適合性等に関する保証が含

まれますが、これらに限定されるものではありません。  

 

当シートの内容は、予告なく変更されることがあります。 また、株式会社ＫＡＣＨＩ

ＥＬおよびアンパサンド税理士法人は、当シートに基づいて決定された行為や意思決定

により生じた損害（特別損害を含む） に対して、その損害の可能性が事前に言及されて

いた場合であっても、一切の責任を負いません。 

 

 

発行：株式会社 KACHIEL 
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